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Top Message
トップメッセージ

今こそ新しい価値をカタチに。

お客様に喜びと感動をお届けする。

それが私たちの使命です。

2019年、私たちはこれまでのMissionを補完し、新たなMission「Finding New Value. Simply For  Your

Pleasur e.」を発表しました。そこに込めたのは、お客様も気づいていない潜在的な需要を掘り起こし、新たな価

値を生み出していく決意です。

近年、競争が益々激化する外食産業において、価格競争に巻き込まれ、安易に合理化を優先してしまってはお客

様が心から満足できる食を提供し続けることは困難です。素材そのものの香り、厨房の熱気、目の前で料理される

臨場感など、五感に訴えかける「食の体験」を大切にして初めて、お客様に心からご満足いただき、長期に渡って

支持いただけるものと信じています。そのためにも「Finding New Value.」にこだわり、「食の感動」につながる

「新たな価値」をグループ一丸となって追求していきたいと考えています。

私たちはこれまで新業態の開発、海外出店・M&Aを積極的に行い、2025年度世界6,000店舗、売上5,000億円

という目標に向けて全力で取り組んでいます。事業の拡大は同時に各地域社会との接点や経済的影響の広がり

を意味し、これに伴い、関わるステークホルダーからの要請や期待も大きくなります。その期待に応えるべく各地

域の社会的課題に自ら積極的に関わり、コミュニティに少しでも貢献・還元できるよう全力でESGに取り組んでい

ます。これは決して義務感から行っているのではなく、長期的に地域の方々との信頼を醸成し、それが巡り巡って

私たちトリドールグループの大きな力になると考えています。大切なのは“共存”と“Win-Winの関係”であると捉

え、私たちは、GPECのコンセプトに沿って、事業の成長と新たな雇用創出（GROW）を通じて、食の感動

（PLEASE）を世界中にお届けするとともに、高齢者雇用などにより地域を元気づけ（EMPOWER）、地球環境に

貢献（CONSERVE）すべく環境マネジメントの推進やCO 排出量削減に取り組み、中長期的にSDGs（持続可能

な開発目標）の達成に寄与してまいります。

株式会社トリドールホールディングス

代表取締役社長  兼  CEO
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Sustainability
トリドールのサステナビリティ

トリドールグループは、事業を通じた社会課題解決を推進し、持続可能（サステナブル）な社会を実現するために、

トリドールグループサステナビリティ基本方針を策定しました。当社グループでは、同方針およびトリドール行動

基準に基づき、取り組みを進めています。

トリドールグループサステナビリティ基本方針

私たちトリドールグループは、M i s s i o n「F i n d i n g  N e w  Va l u e .  S i m p l y  Fo r  Yo u r  P l e a s u r e .」に基づき、

お客様‧従業員そしてすべてのステークホルダーに寄り添い、コミュニケーションと協働を図ることでこ

れからも新しい価値と感動を創造し続け、持続可能な社会を実現することを目指しています。

取り組みにあたっては、高い倫理観と誠実な事業活動を前提に、グローバルな視点で考え、地域に根差

した実践的な活動を推進します。

サステナビリティ方針

M i s s i o n

B ra n d  I n f o r m a t i o n
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トリドールグループは、持続可能（サステナブル）な社会づくりに向けて、「GROW」「PLEASE」「EMPOWER」

「CONSERVE」の4つのミッションをCSRの課題に掲げ、事業と一体化した取り組みを進めています。

GROW

経済成長を実現し、事業を通じて持続可能な社会づくりに貢献します。

PLEASE

子どもたちの笑顔があふれる社会をつくりたい。

手づくり‧できたての美味しい商品を提供し続けます。

EMPOWER

活力のある地域社会が経済活動の原点であり、原動力です。

地域と共に日本、そして世界を元気にします。

CONSERVE

環境は、私たちのビジネスに不可欠な要素であり、社会の基盤です。

出来ることから一つずつ取り組んでいきます。

コンセプト
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トリドールグループでは代表取締役社長兼C E Oが管掌する経営戦略本部にC S R推進室を設置し、経営戦略とし

てサステナビリティ活動を推進しています。C S R推進室が中心となって環境委員会、リスクマネジメント委員会、

働き方改革委員会等を運営しており、全社横断的にサステナビリティ活動をマネジメントしています。

サステナビリティ活動マネジメント体制

S D G sは、全世界が達成すべき1 7の目標と1 6 9のターゲットを設定し、『誰一人取り残さない』世界の実現を目指

す取り組みです。トリドールグループは、特に重点的に取り組むS D G sの目標として、「目標１:貧困をなくそう」「目

標5 :ジェンダー平等を実現しよう」「目標8 :働きがいも経済成長も」「目標1 2 :つくる責任  つかう責任」を定め、本

業である「食」を通じて貢献できる活動を積極的に実施していきます。

SDGsへの貢献
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Stakeholders
ステークホルダーとのコミュニケーション

トリドールグループでは、「トリドール行動基準」の中で、「関係者との約束」を定めています。トリドールグループが

持続的な成長を実現するためには、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションにより、ステークホルダ

ーからの期待を把握し、的確に事業活動に反映していくことが不可欠であると考えています。

トリドール行動基準

トリドールグループでは、株主‧投資家の皆様からご理解、信頼をいただくために、株主総会、IRミーティング、決

算説明会の実施や、株主通信などの報告書を発行し、適切な情報開示とともにコミュニケーションを推進してい

ます。トリドールグループの企業価値を評価、ご支援いただけるよう、株主‧投資家の皆様からのご意見や対話の

結果は経営に反映すべく努力していきます。

2019年度は、年1度の株主総会を実施するとともに、機関投資家向けに決算説明会を実施しました。

株主との対話

IR情報
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トリドールグループの事業は、原材料の生産者や流通業者をはじめとして、多くのお取引先様に支えられていま

す。そのため、お取引先様とのコミュニケーションを特に大切にしています。

その考えのもと、毎年、年1回トリドールグループの主要なお取引先様と代表取締役社長兼CEOをはじめとする

経営幹部とのエンゲージメントを実施しています。

お取引先様とのエンゲージメント

サプライチェーンマネジメント（お取引先様とのエンゲージメント）

トリドールホールディングスでは、従業員の代表である労働組合との労使協議会を毎月行っています。また、労働

組合がまとめた従業員の声を経営幹部に報告し、労働組合からの提言を受ける機会を年に1回設けています。

2019年度は、年末年始の手当て増額や育児‧介護と仕事の両立体制の整備、正社員の働き方改善などの意見が

従業員から提言され、経営幹部と議論を行いました。

従業員との対話

フードビジネスのリーダー育成

トリドールグループでは、カンボジアのプノンペン大学内のCJCCにて、2018年10月にフードビジネスにおける

店舗のマネジメントを学ぶビジネス講座を開講しました。将来は自分の店を持ちたいという夢を持つ学生など世

界のフードビジネスを担う人材の育成を今後も目指します。

産学連携の取り組み

【動画】カンボジアで外食ビジネスのリーダー育成
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駒澤大学協働プロジェクト「中高生向け社会価値提供プログラムの開発」

トリドールホールディングスは、2020年2月、駒澤大学の中村ゼミの生徒とともに、中高生向け社会価値提供プ

ログラムの開発をテーマとしたコンテストを開催しました。

16名の学生が4グループに分かれ、トリドールグループの事業内容をベースに「トリドールグループならではの

CSV活動」の観点から、昆虫食、障がい者支援、食品ロス、食育をテーマとした各々の事業を提案しました。

代表取締役社長兼CEOの粟田をはじめ、執行役員などが審査員となり、「企画力（独自性）」、「収益性（ブランデ

ィング）」、「実現可能性」、「プレゼンテーション能力」の4つの観点からの評価を基に、総合的に判断し優勝グルー

プを決定しました。

優勝グループのプロジェクトは、予算および日程をもとに実現可能性を検証し、可能と判断した場合は、実行する

予定です。

高校生インターンシップの推進

トリドールグループでは、2018年より9都府県（東京‧神奈川‧埼玉‧千葉‧静岡‧愛知‧京都‧大阪‧兵庫）において

「高校生インターンシップ」を受け入れています。

同インターシップでは、ホールでの接客作業や営業体験に加え、Mission‧衛生管理‧お客様への思いと接し方な

どを学ぶ座学も行っています。

2019年9月末日現在、36校130名の高校生にご参加いただいています。
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新入社員への浸透活動

トリドールグループでは、全新入社員に対して、トリドール行動基準を収めた行動規範ブックを配布しています。ス

テークホルダーとの約束を柱としたトリドール行動基準を基に、当社で働く従業員として必要な行動指針を示し

ています。

社内浸透のための取り組み
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Governance
ガバナンス

コーポレート・ガバナンス コンプライアンス

リスクマネジメント
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Governanceガバナンス

コーポレート・ガバナンス

トリドールグループでは、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営拡大の迅速化と健全性および透明性を

維持することを方針とし、経営組織体制や仕組みを整備しています。

また、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設置し、各委員は取締役会への出席を行い、経営意思決定時

には、経営の健全性確保の観点から、発言および必要なアドバイス、議決権行使をしています。同時に開催される

監査等委員会では、委員の間で情報共有をするとともに、透明性の高い経営を目指し、迅速な情報開示に努めて

います。

コーポレート・ガバナンス報告書（104 KB）

有価証券報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」（437  KB）

コーポレート・ガバナンス体制

トリドールホールディングスは、中長期的な企業価値向上を図るため、ガバナンス体制を強化しています。

取締役会は、社内取締役3名、社外取締役3名の計6名と、少人数で機動的に意思決定できる体制を整えていま
す。また、業務執行を適切に監督するため、公認会計士および弁護士の資格を有する独立社外取締役を3名（う
ち、女性1名）選任するとともに、その全員が監査等委員として選任され、監査体制の強化を図っています。

方針・マネジメント体制
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体制図

業務執行・監視の仕組み

取締役会

トリドールホールディングスの取締役会では、中期経営計画を策定・承認し、同計画を踏まえて重要な業務執行の

決定を行っています。

当社は、法令および定款によるもののほか、取締役会規程により、取締役会の決議を要する事項を具体的に定め

ています。

監査等委員会　

トリドールホールディングスは、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、監査等委員会を設置しています。

監査等委員会は、3名の独立した社外取締役で構成されています。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取および関係会社に対する会計

監査、会計監査人の監査方法に対する監査、内部監査室との月1回の定例会議等の監査活動により、業務執行状
況全般を監視しており、監査結果は取締役会に対して報告するとともに、必要に応じて助言または是正の勧告を

行います。
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取締役会・監査等委員会の出席状況（2019年度）

取締役会の実効性評価

トリドールホールディングスでは、年に1回、取締役会全体の実効性について分析と評価を行っています。
事前に行われた社外取締役（監査等委員）全員（3名）による議論を踏まえ、2019年度は以下の通り、社外取締役
から提起された現状の当社取締役会の実効性に関する課題を検討しました。

【実効性評価で検討された課題】

今後は、これらの検討課題を踏まえて施策を実行に移すとともに、定期的にその運用状況を確認していきます。

内部統制システム

トリドールホールディングスは、代表取締役社長兼CEOが順守すべき基本方針を明らかにするとともに、内部統
制システムの体制整備に必要とされる各条項を定め、その担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、

かつ

役職 氏名

取締役会 監査等委員会

出席回数

（回）

出席率

（％）

出席回数

（回）

出席率

（％）

代表取締役社長  兼  CEO 粟田  貴也 20 100 - -

常務取締役  兼  COO 田中  公博 20 100 - -

常務取締役  兼  CFO
小林  寛之
※退任済み

20 100 - -

取締役  兼  CSCO 神原  政敏 20 100 - -

取締役（監査等委員） 梅木  利泰 20 100 18 100

取締役（監査等委員） 梅田  浩章 20 100 18 100

取締役（監査等委員） 片岡  牧 20 100 18 100

会議体としての実効性

社外取締役を中心に取締役会で議論がなされているものの、業務執行取締役、社外取締役の双方におい

てそれぞれ事前になされた議論の結果を取締役会の場で議論し、個々の議案に対してより深い理解と活発

な意見交換を行っていくべき。

個別具体的な課題

事業の拡大に対応する、主にファイナンス面からの取締役会によるガバナンスについては、2016年に制
定、施行された資金管理規程に加え、2019年に事業投資規程が制定、施行されたことで一定の体制が
確立された。今後はこれらの規程類を的確に運用していくことが重要である。

取締役のトレーニングについては、コンプライアンスに関連した他社の危機管理事例の共有や、近時の判

例を踏まえたグループ企業管理、その他の取締役の責任に関する教育などを行っていくべき。

部統制システムについて、常に見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を作ることを目

指しています。

、内
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内部監査体制

トリドールホールディングスは、「内部監査規程」を制定し、代表取締役社長兼CEO直属の組織として内部監査室
を設置しています。内部監査室では、監査方針および年度計画を策定し、本社各部門およびグループ会社に対し

所定のルールに基づく業務の遂行状況を監査するとともに、内部統制の整備状況や運用状況を評価し改善提案

を行っています。監査結果は、代表取締役社長兼CEOおよび監査等委員（社外取締役）に報告される体制となっ
ています。

会計監査

トリドールホールディングスは、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、独立して公正な立場から会計

監査が実施される環境を整備しています。

また、トリドールホールディングスの監査等委員会および内部監査室は有限責任あずさ監査法人と年4回以上の
報告会を通じて、連携・協力を図りながら監査を実施しています。

政策保有株式について

トリドールグループは、現在、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有していません。また、今後も、株価変動

リスクの回避および資産効率の向上のため、原則として政策保有株式を保有しない方針です。

グループマネジメントブックの作成

トリドールグループでは、著しい成長・拡大の中で、グローバルなグループガバナンス体制の強化が重要な経営テ

ーマとなっています。

そこで、グループ会社の経営者・責任者がマネジメント業務を遂行する上で、どのような点に留意すべきか、どの

ように行動したら業務の有効性が高まり、ミスや不正を防げるのかなどをまとめた「グループマネジメントブック」

を2020年に作成しました。
この「グループマネジメントブック」は、各グループ会社の規模や文化に合わせて取り組めるよう、支援ツール（ガ

イドブック）として運用しています。さらに、日本語版だけでなく英語版も作成し、グループ全体へ展開していきま

す。

取締役・監査等委員の選任

トリドールホールディングスは、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の指名にあたり、持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上に資するための十分な資質、および経験を有する人物で、事業への十分な理解、経営

管理を適切に遂行できる能力、迅速かつ的確な意思決定能力、適切なリスク管理能力等を備えている人物を指

名することを方針としています。

また、監査等委員である取締役候補については、企業経営、財務会計、法律等の分野で高い知見を有し、取締役

の職務執行の監査等、監査等委員としての職務を十分に果たせる人物を指名することを方針としています。

取締役選任と役員報酬

14



独立社外取締役

トリドールホールディングスは、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため監査等委員会設置会社に移行し、

その期待される役割・責務に照らして資質を十分に備えた独立社外取締役を3名選任しています。
また、今後の事業拡大に向けた種々の投資等の決定にあたり、経営陣から独立した立場の意見も適切に反映さ

せるため、取締役（6名）の2分の1（3名）を独立社外取締役として選任しています。

トリドールホールディングス 社外取締役の独立性に関する考え方

東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準を、

以下に定める要件を満たした者と定義しております。

なお、当社は社外取締役梅木利泰、梅田浩章及び片岡牧を独立役員に指定しております。

( a )  業務執行者
1. 当社又は当社の連結子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役又は使用
人（以下「業務執行者」という。）でなく、かつ、その就任前10年間においても業務執行者でなかっ
たこと。

2. その就任の前10年間において当社グループの取締役又は監査役であった者（業務執行者であっ
たものを除く。）については、当該取締役又は監査役の就任前10年間において業務執行者でな
かったこと。

( b) 大株主
1. 当社の大株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有するものをいう。以下同じ。）若しくは
その業務執行者又は当社の大株主の連結子会社の業務執行者でないこと。

2. 当社が大株主である法人、組合等の団体の業務執行者でないこと。

( c)  借入先
当社の主要な借入先（当社の連結総資産の2％を超える金額の借入先をいう。）の業務執行者では
ないこと。

(d)  取引先
1. 当社の主要な取引先（年間取引額が当社の連結売上収益の２％を超えるものをいう。）又はその
業務執行者でないこと。

2. 当社を主要な取引先とするもの（年間取引額が当該取引先の連結売上収益の２％を超えるもの
をいう。）又はその業務執行者でないこと。

(e) 会計監査人
当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。

( f )  弁護士、コンサルタント等
当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている弁護士、公認会計士、司法書士、
弁理士その他の専門家又はコンサルタント等（法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に

所属する者）でないこと。

( g)  経歴
就任前3年間において、( b)から( f )までのいずれかに該当していないこと。

( h)  親族
( a )から( g)までのいずれかに掲げる者（役員、部長、パートナー、アソシエイト等の重要な者に限る。）
の配偶者及び二親等以内の親族でないこと。

( i )  寄付
当社より年間1,000万円を超える寄付金を受領しているもの又はその業務執行者でないこと。
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( j )  相互就任関係
当社との間で取締役、執行役又は監査役を相互に派遣している関係でないこと。

( k )  利益相反
( a )から( j )に定めるほか、当社グループと利益相反の生ずるおそれがないこと。

社外取締役一覧

氏名 選任の理由

梅木  利泰

公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の顧問

であったことから社内業務に精通している事で、適任と判断し、社外取締役に選任しています。同

氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相

反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。

梅田  浩章

公認会計士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事に加えて、以前、当社の顧問

であったことから社内業務に精通している事で、適任と判断し、社外取締役に選任しています。同

氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相

反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。

片岡  牧
弁護士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られる事から、適任と判断し、社外取締役

に選任しています。同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であ

り、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しました。

役員報酬決定の方針

トリドールホールディングスでは、監査等委員を除く取締役の報酬を、会社業績および企業価値向上に対する貢

献度を総合的に判断して決定しています。2017年からは中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の
割合を高めました。対象となる取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える

とともに、株主の皆様との価値共有を促進するためで、以下からなる新報酬制度を導入しています。

1. 基本報酬

2. 短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）

3. 長期インセンティブ報酬（譲渡制限付株式およびストックオプション）

役員報酬は、株主総会において決議された取締役報酬限度額の範囲内において取締役会にて決定しています。

報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データに基づく助言を得ることで、取締役の報酬水

準の客観性を確保しています。

また、監査等委員会では、取締役の報酬等につき、その内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを

審議しています。

16



取締役および監査等委員の報酬等の総額（2019年度）

人数（名） 総額（百万円）

取締役（監査等委員を除く） 4 132

取締役（監査等委員）
3

（うち社外取締役  3）
13

合計
7

（うち社外取締役  3）
146

※ 上記報酬等の額には、2018年6月28日開催の株主総会決議および取締役会決議により、ストック・オプションとして付与

した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額（取締役（監査等委員を除く）2百万円、取締役（監査等委員）0百万

円）を含んでいます。また、2017年6月29日開催の株主総会決議および取締役会決議、および2018年7月9日開催の取締

役会決議、ならびに2019年7月9日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式として付与した株式に係る当事業年度

中の費用計上額（取締役（監査等委員を除く）7百万円）を含んでいます。

※ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、監査等委員である社外取締役全員（3名）が代表取締役

社長と意見交換を行った上で、監査等委員会において審議した結果、当該報酬等の算出の公正性、業績との連動性等を

勘案し、妥当であるとの決議がなされています。
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Governanceガバナンス

コンプライアンス

トリドールグループでは「企業倫理憲章」および「トリドール行動基準」をコンプライアンスの基本方針としていま

す。事業活動の大前提となるコンプライアンスについて、役職員に対する継続的な教育と啓発を推進し、法令順守

のみならずより高い倫理観をもって徹底できるよう体制を整えています。

企業倫理憲章

トリドール行動基準

トリドールホールディングスは、法令順守・コンプライアンス強化のため、常勤の社内弁護士を配属した法務部を

新設しました。弁護士ならではの法的知見と問題発見力・課題解決力を生かし、インシデントの防止およびアクシ

デントの迅速な解決や、社内の法的倫理観の向上に寄与しています。

コンプライアンスを徹底する体制

トリドールグループは、業務遂行に必要な「企業倫理憲章」および「トリドール行動基準」を従業員が順守できるよ

う行動規範ブックを作成しました。まずは、営業に従事する従業員へ行動規範ブックを配布し、周知徹底を図って

いきます。

さらに、さまざまな国の従業員が働く当社グループでは、今後、日本語だけでなくさまざまな言語の行動規範ブッ

クを作成し、グローバルでの周知徹底を図っていく予定です。

コンプライアンスの周知徹底

トリドール行動基準
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トリドールグループは、公益通報者保護法にのっとり、「内部通報規程」を制定しています。内部監査室に内部通報

窓口を設置し、不正行為を早期に発見・調査して是正する体制を整えています。また、「内部通報規程」には、通報

内容についての機密の保証、当該通報者に対する不利益な扱いの排除、個人を特定する項目の守秘なども定め

ています。内部通報は電話、電子メール、書面、面会、WEBフォーム（外部窓口）により受け付け、事案に応じて調
査チームを編成して対応しています。外部窓口からは、当社監査等委員会に直接通報することも可能です。このほ

か、組織開発部人事企画課による「こころとからだの相談窓口」や労働組合による「労働問題の相談窓口」といっ

た相談や、人権に関する相談窓口も開設しています。

内部通報制度

  2017年度 2018年度 2019年度

内部通報件数（件） 46 56 33

トリドールグループでは、政治団体の活動に関わる支援や政治献金を行う場合は、各国の法令を順守するととも

に、トリドール行動基準に照らし、社会的立場を考慮して行うこととしています。また、ロビー活動等の実績はあり

ません。

政治関与に関する方針

トリドールグループは、「公務員贈賄防止規程」を策定し、役員、従業員による贈賄行為や汚職を明確に禁止して

います。

また、事業規模の大きい香港では、現地の子会社にて法律に関する業務について専門に対応する人員配置し、公

正な取引を順守・促進しています。

海外赴任者に対しては赴任前研修の中でも贈収賄防止に関する教育を実施し、改めて周知、徹底しています。

2019年度は贈収賄、独占禁止法、反競争的行為等、法的措置を受けるに該当する事案はありませんでした。

汚職・贈収賄に関する方針

19



トリドールグループは、「トリドール行動基準」の従業員同士の約束として、“基本的人権の尊重について”を定めて
います。トリドールグループで働くすべての従業員がこの行動基準にのっとって行動することを周知・徹底してい

ます。

また、人権の尊重に対する理解を深めるために、各階層向け研修等において、人権やハラスメントに関する教育を

実施しています。

基本的人権の尊重について（「トリドール行動基準」一部抜粋）

私たちは、雇用や処遇に当たり基本的人権を尊重し、性別、年齢、国籍、社会的身分、障がいの有無また

は宗教、信条などを理由として、従業員に対していかなる差別的な扱いもしません。

労務関連諸法令の順守について（「トリドール行動基準」一部抜粋）

セクシュアルハラスメントの禁止

私たちは、地位や立場を利用して性的関係を強要すること、不必要に相手の身体に触ること、相手が嫌

悪感や不愉快を感じるような言動等は決して行いません。また、従業員が性による差別や不利益を受け

ることなく、職場の対等なパートナーとして、働きやすい環境が守られるよう、お互いに協力します。

パワーハラスメントの禁止

私たちは、職場において職務上の地位や影響力を利用して、業務上の適正な範囲を超えた相手の人格

や尊厳を侵害する言動を繰り返し行うこと、働く環境を悪化させ雇用不安を与える等は決して行いませ

ん。また、従業員それぞれの価値、立場、能力などといった違いを認め、互いに受け止め、尊重し合いま

す。

マタニティーハラスメントの禁止

私たちは、上司、同僚が職場において、働く女性が妊娠・出産・育児をきっかけに精神的・肉体的な嫌がら

せを受けたり妊娠・出産・育児などを理由とした雇止め、自主退職の強要で不利益を被ったりするなど

の不当な取り扱いは決して行いません。また、従業員が多様な働き方を理解し、働きやすい環境が守ら

れるようお互いに協力します。

人権への対応

トリドール行動基準
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人権・ハラスメント研修（2019年度）

階層別研修 参加対象者 テーマ 人数（名）

新入社員研修 新入社員 176

中途入社社員研修 中途入社社員 211

ハラスメント防止

人権の尊重

ハラスメント防止

人権の尊重
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Governanceガバナンス

リスクマネジメント

トリドールグループは、業務執行に係るリスクを総合的に認識、評価し、適切な対応を行うため、リスクマネジメン

ト規程を定め、代表取締役社長兼CEOを委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しています。
経営を取り巻く内外環境の変化や、法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険が発見された場合、委員長

が委員を招集して事実関係を把握し、対策を指示するとともに、発見された危険の内容およびそれがもたらす損

失の程度等について直ちに担当部門から報告を受ける体制をとっています。

リスクマネジメント規程（抜粋）

基本方針

1. 株式会社トリドールホールディングス（以下｢HD｣という。）、株式会社丸亀製麺（以下「丸亀」とい
う。）、株式会社肉のヤマキ商店（以下「ヤマキ」という。）、株式会社トリドールジャパン（以下「TDJ」と
いう。）、株式会社トリドールビジネスソリューションズ（以下「TBS」という。）および株式会社トリドー
ルD&I（以下「D&I」という）は、リスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続と安定的発展を確保し
ていく。

2. 商品およびサービスの品質ならびに安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主、投資家、地域
社会、地球環境等の各ステークホルダー（利害関係者）および役職員の利益阻害要因の除去、軽減

に誠実に努める。

3. 全役職員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令、規則等を順守し、それぞれが自律的に、何が
倫理的に正しい行為かを考え、その価値判断に基づき行動する。

リスクマネジメント規程
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トリドールグループでは、代表取締役社長兼CEOを委員長とし、社外取締役を含む取締役や各部門長をメンバー
とするリスクマネジメント委員会を設け、定期で年に4回開催しています。
同委員会で食の安全衛生を含めた多面的なリスク評価の分析を実施し、ハイリスクに指定された事項について

は、タスクチームを設けて詳細に検討しています。各タスクチームで立案されたリスク回避策や緩和策は、リスク

マネジメント委員会で議論しています。同委員会で承認された対応策は、各部門で実行に移された後に同委員会

で報告・評価し、PDCAサイクルを回しています。
また、内部監査室は、本社各部門および店舗を定期的に監査することで、リスクを早期発見し、代表取締役社長兼

CEOをはじめとする経営層に報告できる体制を整えています。

リスクマネジメント委員会

トリドールグループでは、会社の経営に重大な影響を及ぼす恐れのある緊急事態が発生した場合、危機管理規程

や店舗危機管理規定マニュアルにのっとって、損失の最小化、損害の復旧および再発防止のため、代表取締役社

長兼CEOを本部長とする危機対策本部を設置するとともに、外部専門家も参画し有事に対応する、グループ全体
の危機管理体制を整備しています。

危機管理規程（抜粋）

基本方針

トリドールホールディングスおよびトリドールジャパン（以下合わせて「会社」という）は、自社の社会的な

存在意義に鑑み、人の身体生命の安全確保を最優先と位置づけて、危機に対処し、危機の収束に向け

て、全役職員が一丸となって、損失の最小化、損害の復旧、再発防止に取組む。また、全役職員は、危機を

あってはならないものと考えるのではなく、起こるかもしれないものと考え、危機に対して常に身構えて

いる姿勢を保つことを意識する。

リスクの把握と対応

トリドールグループでは、大規模地震や風水害が起こった際の対策として、外部専門家の支援を得ながら、事業継

続計画（BCP）の策定をすすめ2020年8月に完成しました。非常時の指揮命令系統、事業継続のための分担など
を定め、災害への影響を最小限に抑えるための体制を整備しています。

事業継続計画（BCP）の策定
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新型コロナウイルスへの対策

トリドールグループでは、2020年に発生した新型コロナウイルスによるパンデミックについて、下記の対策を実施
しています。

【店内での感染拡大を防ぐための取り組み】

【店舗従業員への取り組み】

【本部従業員への取り組み】

【その他】

※一部地域や業態では未実施の対策もあります。

2020年8月4日現在

感染症の世界的大流行（パンデミック）への対応

お客様用の手指消毒液を設置

通路・客席でのソーシャルディスタンス間隔を空けて並んでいただくためのテープを床に貼り付け

距離を保つため客席の使用制限

お客様が利用するトング類の定期的な交換

陳列商品の取り分け用お箸の設置

お客様が頻繁に触れる場所の定期的な消毒

店内設置の温風乾燥機（ハンドドライヤー）の停止

最低1時間に1回の手洗いの実施

本部からマスクを支給し店舗従業員全員マスクの着用

出勤前の検温等を追加した新型コロナウイルス専用の健康チェックシートの運用

コンタクトポイント（冷蔵庫取っ手など）の定期消毒

新型コロナウイルス専用の従業員用インフォメーションセンターを本部に設置

飛沫防止のためレジ等へのビニールシートの設置

お客様との接触を防ぐためレジでコイントレーを複数使用

新型コロナウイルス対応相談窓口の設置

検温等健康管理の徹底

在宅勤務の推奨

時間差通勤の推奨

消毒液の設置

職場の消毒の実施

社食の提供継続（社外に出ることによる感染リスクを減らす）

店舗で勤務する全従業員のご家族に向け、代表取締役社長兼CEOから感謝のお手紙を郵送

新型コロナウイルス対策本部の設置（情報収集と対応）

政府や自治体の要請に合わせた営業自粛、営業時間短縮

丸亀製麺の安心・安全の取り組み
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医療従事者の皆さまにうどんと天ぷらを提供

医療従事者の方々への支援を目的として、キッチンカーで病院を訪れ、うどんと天ぷらを提供する活動を行っ

ています。医療従事者の方々の「食」を支えることで、医療現場が少しでも明るくなるように、私たちにできるこ

とを続けていきます。

ニュースリリース（2 2 5  K B）
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方針・マネジメント体制 エネルギー消費量の削減

CO 排出量の削減2 水使用量の削減

廃棄物の削減

26



Environment環境

方針・マネジメント体制

トリドールグループでは、環境経営方針を策定し、事業活動の中で、地球環境課題にも積極的に取り組み、推進す

る体制を整備しています。また、「トリドール行動基準」では、お客様に満足と感動を創造すると同時に、人、社会、

環境に対する責務を果たすことを明示しています。

私たち、トリドールグループは、自然の恵みである「食」を扱う企業の責任として、下記の4つの行動基準のも
と環境問題に積極的に取り組み、社会の持続的発展に貢献します。

1.  持続可能な社会へ

私たちは、事業活動が環境に与える影響を正しく理解し、社会の持続的発展に向けて、温室効果ガス

の排出抑制と、資源の有効活用に取り組みます。

2.  法令の遵守

私たちは、環境に関する法規制を遵守し、社会的要求事項についても自主的に目標を定めて推進し

ます。

3.  環境に配慮した開発と人づくり

私たちは、環境に配慮した店舗、商品、サービスの開発と、環境意識の高い人材の育成を推進します。

4.  環境マネジメント

私たちは、環境目標を設定し、目標達成のための行動計画を定め、継続的な環境負荷の低減を目指

します。

環境経営方針
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トリドールホールディングスでは、代表取締役社長兼CEOを委員長とするリスクマネジメント委員会内に環境委
員会を設置しています。環境委員会は、年4回以上開催され、店舗における環境負荷低減の取り組みなどについ
て議論されます。同委員会で承認された施策は、リスクマネジメント委員会にも諮られ、各部門での実行に移され

ます。

CSR推進室長を委員長とする環境委員会の事務局は、CSR推進室の環境チームが担当し、全社横断的な環境マ
ネジメントを推進しています。

環境マネジメント体制

トリドールホールディングスは、2020年3月に環境省が策定したガイドラインに基づき、「エコアクション21」の認
証を丸亀製麺の一部店舗で取得しました。今後、認証取得店舗を増やせるよう、取り組みを進めていきます。

認証取得と登録にあたっては、2025年度までの食品廃棄物・排出量の半減、食品リサイクル率の向上などの目
標を定め、環境経営レポートで毎年の取り組み報告をしています。

また、具体的な店舗での取り組みとしては、店長の手引きに記載されている「フードマネジメント」「水光熱取組」

の事項の徹底を図るべく、毎日のチェックや責任者教育・従業員教育を実施しています。

エコアクション21認証の取得

「食」にたずさわるトリドールグループでは、食品ロスの問題を重要課題として位置づけ、排出量削減と食品リサ

イクル率の向上に取り組んでいます。また、事業活動による環境負荷の低減を目指し、CO 排出量の削減と水資

源の有効活用にも取り組んでいます。

環境経営目標

2
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環境経営目標と実績

※  2019年度以降は目標

項目

主な

取り組み、

検討課題

目標数値

項目

2018
年度

(実績 )

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

食品廃棄物

排出量削減

排出量原

単位（k g/百

万円）

271 260 240 210 170 150 140 130

食品リサイ

クル率の向

上

再生利用

等実施率

（％）

13 15 20 25 30 40 50 55

C O 排出量

削減

総排出量

（kt -C O ）
135 150 150 150 150 150 150 150

排出量原

単位（t -

C O /百万

円）

1.29 1.27 1.11 0.97 0.86 0.77 0.68 0.60

水資源の

有効活用

使用量原

単位（m /

百万円）

53.6 53.0 52.5 52.0 51.4 50.9 50.4 49.9

環境マネジ

メントシステ

ムの導入

導入店舗

数
-

丸亀製

麺10

店舗

丸亀製

麺40

店舗

丸亀製

麺200

店舗

丸亀製

麺全店
トリドールジャパン全店舗

麺廃棄の

取組

油カス搾

り機の導

入

丸亀製麺

以外の取

組

生ゴミ処

理機の導

入

リサイク

ルループ

の構築

飼料化、

肥料化、

燃料化の

推進

2

省エネ窯

の導入

店舗照明

のLED化

再生可能

エネルギ

ーの導入

2

2

水量調節

パルプの

導入

各種節水

対策の取

組

3

エコアク

ション21
の導入

丸亀製麺　環境経営レポート（972 KB）
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食品廃棄物排出量削減

2020年度目標：240kg/百万円

食品リサイクル率の向上

2020年度目標：20％

CO 排出量削減

2020年度目標：1.11t-CO2/百万円

環境マネジメントシステムの導入

（エコアクション21の導入）
2
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Environment環境

エネルギー消費量の削減

トリドールグループでは、お店に関わるすべてのヒトの思いと技術が環境負荷の低減においても大きな推進力に

なると考えています。

また、省エネ設備やICTの導入による環境負荷低減への取り組みについても積極的にチャレンジし続けており、

高い目標の達成に向けて邁進しています。

トリドールグループは、経済産業省が実施している省エネの事業者クラス分け評価制度において、2017年度、

2018年度と2年連続S評価を獲得しています。これは、直近5年間のエネルギーの使用に係る原単位が年1％以

上の削減を達成するという省エネ法の定めた努力目標を達成しているためです。

また、直近10年間のピークである2013年度と比較し、2018年度は約29.1％削減しています。今後も引き続き、

目標達成に向けて確実に歩み続けます。

エネルギー消費量の削減に関わる中期計画

31



茹で釜の自動制御による省エネルギーの取り組み
～省エネ大賞　最高賞「経済産業大臣賞」受賞～

丸亀製麺は、うどんをゆでる際に使用する茹で釜のエネルギー消費量を削減するため、中部電力株式会社、ニチ

ワ電機株式会社と3社共同で省エネルギータイプの茹で釜の開発を行いました。

この茹で釜は、調理工程における従業員の経験で培ってきた沸騰や塩分濃度の調整などをデータ化し、自動制御

することで、うどんをおいしく茹でながら、ヒーターの出力と釜への湯の投入量（以下、「さし湯量」）を最適な状態

に維持することができます。

この茹で釜の導入により、釜による電力使用量が31.3％、水道使用量（さし湯量）が47.6％削減を実現いたしま

した。

電力使用量 さし湯量

エネルギー消費量の削減
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この取り組みは、2019年12月に発表された令和元年度省エネ大賞の省エネ事例部門において、最高賞にあたる

「経済産業大臣賞」を受賞しました。外食産業による「経済産業大臣賞」の受賞は初めてとなります。

今後は、店舗への導入を進めるとともに、他の機器への応用や見直しなど、さらなる取り組みを推進していきま

す。

丸亀製麺店舗の照明をLEDへ

トリドールグループは丸亀製麺の店舗において、長寿命で、水銀を含まず、CO 排出量を削減できるLED照明への

切り替えを順次進めています。これにより、お客様により快適にお過ごしいただけるよう、店内の照度を上げるな

ど、環境負荷低減、お客様の快適性につなげています。

丸亀製麺において、大幅にエネルギーを削減_省エネ大賞『経済産業大臣賞』を受賞（228KB）

2
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トリドールグループでは、2 0 1 3年度から、エネルギー使用量の削減取り組みの高い成果が表れ始めました。

2 0 1 8年度は2 0 1 3年度に比べ、エネルギー使用に係る原単位を2 9％以上削減しています。

トリドールグループ主要業態のエネルギー使用量推移

※（株）丸亀製麺、㈱肉のヤマキ商店、（株）トリドールジャパンの合計値

エネルギー使用量削減実績

 
2013年度
（基準年）

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

売上（百万円） 7 1 , 5 1 3 8 9 , 3 1 5 9 3 , 8 8 1 1 0 1 , 4 0 9 1 0 4 , 8 1 5

エネルギー使用量（原油換算k l） 7 1 , 1 2 5 6 5 , 7 5 9 6 5 , 0 4 9 6 5 , 7 7 4 6 8 , 9 0 9

エネルギー使用量原単位（k l /百万円） 0 . 9 2 7 6 0 . 7 3 6 3 0 . 6 9 2 9 0 . 6 4 8 6 0 . 6 5 7 4

電力（千k W h） 2 3 0 , 0 7 8 2 1 4 , 0 5 6 2 1 0 , 2 5 7 2 1 3 , 6 0 4 2 1 9 , 0 5 9

液化石油ガス（t） 4 , 6 3 0 3 , 4 8 9 3 , 4 0 2 3 , 3 2 2 4 , 6 3 0

都市ガス （千m ） 5 , 1 2 2 5 , 2 7 0 5 , 5 9 1 5 , 5 6 5 5 , 6 6 43
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Environment環境

CO 排出量の削減2

トリドールグループでは、自然災害の増加をはじめとする気候変動の影響は、事業にとって大きなリスクの一つで

あると認識しています。

大規模な洪水、台風等の自然災害や、環境規制の強化などのリスクは、原材料の安定的な調達が阻害される、店

舗施設の損壊などにより店舗の休業や営業時間の短縮を余儀なくされるなどの可能性があり、事業の継続を困

難にします。

一方で、店舗の環境に配慮した設備導入や商品・サービスの提供は、CO 排出量の削減という環境効果だけでな

く、事業コストの削減につながるなどの経営効果もあると考えています。このような認識のもと、CO 排出量の削

減に取り組んでいきます。

2

2

地球温暖化対策計画・実施状況報告（355 KB）

トリドールグループでは、環境中期計画（2025年目標）としてCO 排出量を毎年1％以上削減し、2025年には、

排出量原単位を0.60まで削減することを目標としています。

トリドールグループ主要業態のCO データ

※（株）丸亀製麺、㈱肉のヤマキ商店、（株）トリドールジャパンの運営店舗の合計値です

CO 排出量削減の目標と実績2

2

2

 
2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

売上（百万円） 71,513 78,734 89,315 93,881 101,409 104,815

排出総量

（kt-CO ）
143.6 145.4 140.5 135.6 133.3 134.7

排出量原単位

（t -CO /百万円）
2.01 1.85 1.57 1.44 1.31 1.29

2

2
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国内産の食材を使用

丸亀製麺では、食の安全の側面はもとより、輸送にかかるCO 排出量削減も考慮し、国内の全店舗で、うどんに

使用する小麦をすべて北海道産に統一しています。例えば、うどん用輸入小麦の主要産地であるオーストラリア

から輸入する場合に比べて、輸送時のCO 排出量を削減できます。

北海道産の小麦を使ったうどんづくりが評価され、丸亀製麺は、国内農林水産物の消費拡大を目的とした農林水

産省が主催する表彰制度「フード・アクション・ニッポン アワード2014」の商品部門で優秀賞を受賞しました。
今後も国内産の原材料を積極的に使用し、国内農林水産物の消費拡大に貢献するとともにCO 排出量削減にも

取り組んでいきます。

お持ち帰り用天ぷらの専用容器をFSC 認証紙に

丸亀製麺のテイクアウト用「おうちめし（お持ち帰り用天ぷら）」の専用容器は、森林認証を受けた環境にやさしい

紙（FSC 認証）を使用しています。また、印刷用のインクには、植物由来成分を含むボタニカルインキを使用し、

CO の削減に貢献しています。

FSC 認証制度 (森林認証制度）：

適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証（FM認証）」と森林管理の認証を受けた森
林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証（CoC認証）」の2種類の認証制
度。

NPOであるFSC（For est  Stewar dship Counci l ：森林管理協議会）が運営する国際的な制度です。

CO 削減に関わる取り組み2

2

2

2

サプライチェーンマネジメント

®

®

2

®

®

出典：環境省ウェブサイト
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再生可能エネルギーの導入

丸亀製麺の店舗には、ロードサイドに展開した大宮西店の屋上に太陽光発電装置を設置し、自家消費をするモデ

ル店舗があります。現在は実験段階ですが、効果を実証できればこの取り組みをグループ全体にある条件の合う

店舗に導入し、再生可能エネルギーの普及を推進していきたいと考えています。
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Environment環境

水使用量の削減

トリドールグループでは、特に調理の過程で多くの水資源を利用しています。事業展開地域の水資源への影響を

鑑み、調理設備の開発や従業員教育などを通じて、水の使用量削減および再利用を推進し、環境負荷低減を実現

していきます。

丸亀製麺では、うどんを冷やすために大量の冷却水を使用します。その冷却水をつくり出す機器が「チラー」です。

室外機を置くことができないショッピングセンター等では、冷媒に水を使用する水冷式チラーを採用しています。

これまでただ排水していたその冷媒水を洗い場の予洗い工程で再利用し、水使用量を削減しています。

店舗設備を通じた使用量の削減

トリドールグループでは、節水機能がある機器の開発・更新を進める一方で、それを扱う従業員向け教育が重要

と考えています。

業務マニュアルや店舗での従業員研修や、やらなければならない基本的な項目をチェック表にすることにより、節

水をはじめとする従業員への環境への意識付けを行うとともに、店舗ごとの使用量を確認するなどして、使用量

の多い店舗への指導なども行っていきます。

従業員教育を通じた使用量の削減
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Environment環境

廃棄物の削減

廃棄物や食品ロスを出すということは、資源やエネルギーの無駄使いにつながります。

トリドールグループでは、大切な食材への感謝を忘れず、もったいないという思いの共有と行動の教育に日々、力

を注いでいきます。

食品ロス削減のための取り組み

トリドールグループでは、廃棄物・食品ロスを削減するために、日常業務の中で工夫や試行を行っています。その

一環として、丸亀製麺では手づくり出来たての提供というブランドコンセプトのもと食品ロスの削減も実現できる

よう、お客様の来店に合わせた調理する仕組みや食品ロス量の見える化の取り組みに反映しています。

また、特別な食材や旬の食材を使用しているフェアメニューなどでは、食材の調達量や状況に合わせて販売期間

を設定するなど、その食材を使いきれるように工夫することや日々の使用量が少ない食材はロットあたりの内容

量を減らすことで、使用期限までに使い切れるようにするなど取り組んでいます。

生ごみ処理機の導入

トリドールグループは、丸亀製麺の店舗において、生ごみ処理機の導入を進めています。導入した店舗では、1店
舗当たり年間24トンあまりの生ごみの処理量が見込める結果を得られており、今後も生ごみの減容手段の一つ
として導入の拡大を検討しています。

廃棄物の削減
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揚げカス搾り機の導入

トリドールグループは、天ぷらの揚げカスに含まれる油を搾る「揚げカス搾り機」を導入しています。揚げカスを廃

棄する前にこの機械にかけることで、油の再利用と廃棄量削減につなげています。

この取り組みでは、揚げカスから1日平均3～5ℓあまりの油を搾ることができるとともに、揚げカス廃棄物の重量
を四分の一にすることができました。

油ろ過機の設置

丸亀製麺では、フライヤー専用の油ろ過機を開発し、全店舗に導入しています。

この油ろ過機の導入によって油の交換周期が延びたため、廃食用油の発生量が抑制されました。

オフィスのペーパーレス化

トリドールグループでは、①環境への配慮、②業務の効率化、③情報漏えいリスクの軽減を目的としたペーパーレ

ス化を推進すべく、「ペーパーレスプロジェクト」を開始しました。

ペーパーレスプロジェクトでは、IT技術を駆使し、資料等を紙に出力しなくても仕事ができる環境を整備するとと
もに、本当に紙を使わなければならないのかを従業員に問いかけ、マインドチェンジを促すことにより、紙の使用

量削減に取り組んでいます。
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名刺の素材をライメックスに変更

トリドールグループでは、従業員の名刺の素材を紙からライメックス（LIMEX）に変更しました。ライメックスは、
石灰石を原料とし、耐久性に優れ、リサイクルが可能で、紙やプラスチックの代替として注目されている素材です。

その製造過程では、製紙に比べて圧倒的に水使用量を削減できるなど環境への負荷が少ないことを特長として

います。

トリドールグループでは、廃棄物量の削減に取り組んでいます。

トリドールグループ主要業態の食品廃棄物に関するデータ

※  2019年度から施設店舗を対象店舗から除外しています

※（株）丸亀製麺、（株）肉のヤマキ商店、（株）トリドールジャパンの合計数値です

廃棄物量削減実績

 
2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

食品廃棄物（t） 22,028 23,524 24,836 28,388 20,938

食品廃棄物原単位（㎏/百万円） 246.6 250.6 244.9 270.8 250.0

再生利用等実施率（％） 23.4 20.5 17.5 13.3 14.2
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環境負荷を下げるためには、各店舗で日々働く従業員の意識変容が欠かせません。

従業員に対しては、業務マニュアルや店長の手引き等を整備し、環境負荷低減の観点を含めたチェック表にやる

べきことを集約することで、PDCAを回しています。
しかしながら、最前線の現場では『お客様をお待たせしてはならない』という思いから、うどんやその他食材の調

理量や準備量が多くなり、食品ロスが増えてしまうことがあります。このようなケースでは、現場の責任者である

店長やマネージャーのサポートにより一人ひとりの意識と行動の変容のための教育が不可欠であると考えてい

ます。

一方、各店舗で実施しているベストプラクティスに関しては、全社が協力して横展開するなど、現場の声が日々反

映されるよう推進しています。

従業員意識の向上

42



Social
社会

商品・サービス 人材

方針

人事基本データ

ダイバーシティの推進

感性を刺激する働き方

労働安全衛生への取り組み

サプライチェーンマネジメント 社会貢献活動
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Social社会

商品‧サービス

トリドールグループでは、「F i n d i n g  N e w  Va l u e .  S i m p l y  Fo r  Yo u r  P l e a s u r e .」をM i s s i o nに掲げ、商品‧サービ

スを通じて「食の感動」を呼び起こす「新たな価値」を見つけ出し提供することで、お客様の喜びにつなげていきま

す。

丸亀製麺では、「食の感動」を呼び起こすため、全国で8 0 0以上ある店舗を直営で運営しています。また、すべての

店舗に製麺機を設置、店内にて粉からうどんを打ち、麺を作る過程の臨場感楽しんでいただくこと、打ち立て‧茹

でたての美味しさを味わっていただくことを実現しています。

一般的なセントラルキッチンを持つ外食産業と一線を画したビジネスモデルが丸亀製麺の強みであり、成長の源

であると考えています。トリドールグループでは、丸亀製麺のこの事業モデルを参考にグローバルで展開していき

ます。

トリドールグループでは、「食の感動」をひとりでも多くのお客様に提供したい。そのために、食の大前提である安

全な商品‧サービス提供の基盤となる「品質‧食品安全基本方針（ポリシー）」を定めるとともに、食品安全に係る

マネジメント体制を強化します。また、I S O 1 0 0 0 2を参考にした「お客様対応基本方針」を定め、お客様と従業員

双方の継続的な満足度向上を目指しています。

方針‧マネジメント体制
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品質‧食品安全基本方針（ポリシー）

トリドールホールディングスは「F i n d i n g  N e w  Va l u e .  S i m p l y  Fo r  Yo u r  P l e a s u r e」をM i s s i o nに掲げ、様々

な事業やサービスに取り組んでいます。

グループの全事業者は、「品質と食品安全の確保」を経営の必須事項と考え、以下のとおり品質‧食品安全

基本方針を策定し、経営陣及び全従業員一同、本方針の遵守をここに宣言します。

1.  私たちは、常に安全で高品質な商品をお客様にお届けするために、お客様のご意見に真摯に耳を傾

け、ご満足のいただける品質の商品をお届けします

2.  私たちは、統一した品質ポリシーを共有するとともに、各国の品質と食品安全に係る法規制を遵守

し、グローバルな基準と要件を満たす品質管理体制を維持します

3.  私たちは、国内外の関連子会社および取引先の品質管理システムを監視し改善を推進するととも

に、必要な品質と食品安全に係る教育を継続的に実施します

4.  私たちは、品質と食品安全上の問題が発生した場合は迅速かつ適切な対応を行い、お客様や行政機

関をはじめ社会に対して誠実に説明責任を果たします

5.  経営陣は、定期的に品質管理体制を評価し、経営資源を適正に配分することによりトリドールグルー

プの業務‧商品そしてサービスの質および食品安全について継続的に改善し、商品品質向上および

顧客満足向上のために最善の意思決定をします

お客様対応基本方針

トリドールホールディングスはM i s s i o n「F i n d i n g  N e w  Va l u e .  S i m p l y  Fo r  Yo u r  P l e a s u r e」に基づいて、お

客様からの問い合わせ（ご意見、ご要望、ご質問等）対応の基本方針を以下の通り定めています。

1.  会社は、VO C に真摯かつ迅速に対応する。

2.  会社は、VO C情報の共有化を図り、組織を挙げてより良い商品、サービスまたはお客様対応プロセ

スの提供に努める。

3.  会社は、お客様から預かった個人情報は適切に管理する。

4.  会社は、VO Cの対応状況に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限りお客様の理解と納得を

得て解決することを目指す。

5.  会社は、反社会的勢力等によるVO Cを装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものと

し、必要に応じて警察等関係機関との連携を適切に行う。

※  VO C：お客様の声（Vo i c e  o f  C u s t o m e r）の略。

※
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食品安全に係るマネジメント体制
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食品安全マネジメントシステムの構築

トリドールグループでは、お客様に安全な商品をご提供するための最も基本となる食品安全管理を強化していま

す。より安全な商品を提供するために、食品衛生法に基づき、国際的な衛生管理手法であるHACCPに対応した取

り組みを行っています。

具体的には、衛生管理を確認‧記録するための食品安全管理帳を2019年に作成、さらに2020年4月には衛生管

理計画書を策定しました。食品安全管理帳と衛生管理計画書の実施‧記録を通じて、日々の衛生確保はもちろん

のこと、店舗や組織として改善行動の「見える化」ができる仕組みとなりました。

今後は衛生管理計画書を2021年6月までに関連子会社にも展開‧運用します。将来的には、マニュアルや記録類

をデジタル化し、リアルタイムで全店の衛生管理状況が確認できるシステムの導入を検討しています。

従業員の衛生管理に対する意識のさらなる向上に努めるとともに、不測の事態が発生した場合の危害の最小化

と、迅速な原因追及と改善対応を強化していきます。

トリドールグループでは、すべての店で粉からうどんをつくる丸亀製麺に代表されるように、「おいしい」はもちろ

んのこと、店舗における臨場感や新鮮な商品をご提供しています。

また、こだわりの技術、安全な食材、管理方法、切磋琢磨しながらレベルアップを実現する従業員など、さまざま

な側面から品質維持のための取り組みを行っています。

おいしさ品質の実現

各店舗において、粉からうどんをつくり提供している丸亀製麺では、その日の気温、湿度等様々な要因により商品

の品質にばらつきが出ないよう様々な工夫をしています。いつでも、どの店舗においてもお客様にご満足いただ

けるおいしい商品のご提供を実現するために、味覚、香り、視覚を「見える化」することで品質維持を図る官能評

価システムの導入を検討するなど、商品の品質維持に取り組んでいます。

品質維持のための取り組み

47



国内産食材を積極的に使用

トリドールグループでは、その土地、地域の方との信頼関係を構築し、その各地域の社会課題に積極的に関わり、

貢献‧還元できるよう取り組んでいます。

丸亀製麺では、適切な品質チェックを通過した契約農家で栽培された北海道産の小麦を、また、徳島県の自社農

場で栽培しているすだちを国内の全店舗で使用しています。

社内資格制度（丸亀製麺）

丸亀製麺では、商品の品質維持のための取り組みとして、2016年12月から麺職人制度（社内資格制度）、2019

年から天ぷら職人制度を運用しています。

麺職人制度、天ぷら職人制度は、それぞれ書面による事前テストの他、様々な条件に合格したのち、さらに、実技‧

書面試験に合格した従業員に与えられる社内資格制度です。

また、複数のキャリアを応援するという方針から、「麺職人の等級制度」を新たに創設しました。上記の資格試験

に合格し、等級が上がれば、小麦粉の配合、ゆでる温度について職人がマニュアル外の裁量を持つことも可能で

す。

合格率は三割程度と両制度ともに狭き門となっており、これらの制度の合格者は「麺職人」、「天ぷら職人」として

認定され、活躍しています。

これらの麺職人制度では、四つ星の麺職人のさらに上位における丸亀製麺の麺の匠である「麺匠　藤本」が全国

の店舗を巡回して、品質チェック及び指導をしており、商品の品質を維持するために確かな技術を持った麺職人、

天ぷら職人を認定することで、品質の維持向上に努めています。

2020年3月末現在、麺職人は324名（正社員137名、パトーナー187名）、天ぷら職人は104名（正社員54名、パ

ートナー50名）在籍にしています。
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衛生教育の実施

トリドールグループでは、食の提供を担う事業体として商品の品質向上と安全の徹底のために、キャリアを問わず

e-ラーニングによる衛生教育を導入しています。衛生教育では、食品安全が企業の売上や利益を支える土台であ

ること、そして、それらはパートナースタッフまで含めて従業員全員の教育や育成によって成り立っていることを伝

えています。

動画により衛生について学んだ後、それぞれ食品衛生の基礎知識や品質に関連するテストを受け、理解度を確認

しています。

2019年度は、全国の608店舗の従業員が受講しました。2020年度は全店舗で受講予定です。

また、役職や職位に応じて、追加で求められる衛生知識や店舗における管理‧改善の手法に関する研修を実施し

ています。

トリドール食品安全マインドマップ

社内外衛生調査による衛生管理チェック

トリドールグループでは、食品安全管理帳を用い、毎日の衛生管理項目の確認と記録を行い、毎月1回店長による

月次チェックを実施し衛生管理上の不適項目に対する改善計画を立て実行しています。また、3か月に1回は店長

の上長により改善計画がプラン通りに進行しているか確認し、必要なサポートを行う仕組みになっています。同時

に、本社の食品安全管理部や店舗管理部門による内部監査も行われており、適切に衛生管理の仕組みが運用さ

れているか確認しています。

さらに、年に2回、第三者衛生調査機関の調査員による外部衛生調査を全店舗で実施しています。目的は、店舗衛

生管理の客観的評価と、店長が実施する月次チェックの評価基準の目合わせによる自己評価レベルの維持向上

です。また、外部衛生調査の項目は食品安全管理帳の月次チェックと同じ項目になっており、店長の調査の精度

を高めています。

海外店舗においては、品質の維持向上と食品安全を徹底するために専門スタッフの育成を通じ、店舗数拡大に伴

う食品安全リスク低減や品質の維持向上を図っています。
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トリドールグループは、「食の感動」につながる「新しい価値」を商品‧サービスを通じてお客様に提供します。個人

のライフスタイル、ワークスタイル、食に対する価値観も多様化する中、お客様とコミュニケーションをとり、その

ニーズを反映した商品‧サービスを提供することは、トリドールグループの重要な責務と考えています。

カスタマーサービスセンター

トリドールグループでは、お客様からいただくご意見‧ご相談については、すべてをカスタマーサービスセンターに

て一元的に管理しています。「カスタマーサービスセンター」にいただいたお客様の声は、データベースに蓄積し

た上で、問い合わせ内容を分析し、それぞれの関連部門にフィードバックしています。

いただいた声が現場のサービス改善や商品開発に生かされた例も数多くあります。例えば、アプリクーポンや店

舗で配布している「うどん札」について、サービスの内容がわかりにくいというご意見や、使用ルールに関するお客

様からの声を迅速に関連部署に伝え、お客様にとってわかりやすい表記に改善するなどの対応を行いました。

2019年度は約20,000件のお声をいただき、内訳は「商品について」約21％、「サービスについて」約40％、「その

他」約39％でした。

お客様の声

お客様のよろこびのために
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Social人材

方針

トリドールグループの成長の源泉は「人材」です。模倣されやすい飲食業のビジネスモデルの中でも、優れた人材

だけは容易には模倣できません。そのため、素晴らしい人材の採用と育成、定着を最重要経営戦略として推進し

ています。

その中で、トリドールグループでは、グループのビジョンを凝縮させた5項目からなる人材像「Tor idol l -er ’s
Value」を2019年に策定し、採用から人事評価まで一貫して、このバリューに基づいた人事制度設計をしていま
す。

Toridoll-er’s Value（トリドールグループが求める人材）

Customer  Or iented お客様起点で考え行動し、すべてにおいて質にこだわる

Take R isk  for  Gr owth 常に成長を求め、リスクをとり挑戦し続ける

Take Owner ship 自らが責任者のように行動し、結果に責任を持つ

Diver si ty and Respect 他者を尊重し、違いを受け入れる

Flexibi l i ty for  Success 物事を柔軟にとらえ行動する
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私はC H ROとして、トリドールグループを「人」を軸に成長する「人材開発企業」にしていくことをミッションとして

います。

私たちが目指す「人材開発企業」とは、従業員一人ひとりが新しい事業を生み出すことができる魅力ある人材に

なっている集団です。

そのためには、スキルや経験だけでなく、成長し続けられる環境の提供が必要です。

ここで重要になってくるのが、仕事へのモチベーションです。

毎朝「今日も働きたい」というワクワクした気持ちを持ってもらえるか。

単純なことですが、そのワクワクの継続こそが成長の鍵です。

モチベーションを向上させ続けるには、明確なビジョンを持ち、そのビジョンに沿って実現した結果が適切な評価

につながる仕組みが必要だと考えます。

そこで2 0 1 9年度は、企業側のビジョンとなる「To r i d o l l - e r ’ s  Va l u e」の策定と、それらバリューに基づいた一貫性

のある制度の構築に注力しました。

企業側のビジョンと制度に一貫性を持たせることで、従業員のキャリアビジョンにもブレが生じないようにしま

す。押し付けられた役割を全うするのではなく、従業員の側が「やりたい」と意思表明したことが評価につながる

仕組みを目指しています。

目指すべき人材開発企業に向けて、今はようやくスタート地点に立ったところですが、「従業員の自己実現」と「会

社の成長」の好循環が生まれる環境整備を続けていきます。

執行役員C H RO  兼  経営戦略本部長

鳶本  真章

CHROからのメッセージ
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Social人材

人事基本データ

従業員数（人）

※  従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む

就業人員数

従業員数（連結）

※

  2017年度 2018年度 2019年度

ホールディングス 177 203 194

丸亀製麺（旧トリドールジャパン） 540 563 667

トリドールD&I 1 1 2

トリドールビジネスソリューションズ 15 37 33

トリドールジャパン 164 208 215

ヤマキ 5 25 33

合計 902 1,037 1,144
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臨時従業員数（人）

※  臨時従業員数は、年間平均雇用人員（1日8時間勤務換算による月平均人数）

※  臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除く

外国人従業員数（人）

※

  2017年度 2018年度 2019年度

丸亀製麺 10,141 10,150 10,345

トリドールジャパン 1,169 1,499 1,863

ヤマキ 10 78 174

海外事業 0 0 0

その他 0 0 0

全社（共通） 145 141 157

合計 11,465 11,868 12,539

  2017年度 2018年度 2019年度

丸亀製麺 1,203 1,479 1,575

トリドールジャパン 78 116 114

ヤマキ 0 7 7

海外事業 0 0 0

その他 0 0 0

全社（共通） 0 0 4

合計 1,281 1,602 1,700
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従業員の状況（連結）

  2017年度 2018年度 2019年度

女性の割合（％） 16.3 20.2 22.2

平均年齢（歳） 31.52 32.22 32.28

平均勤続年数（年） 3.86 4.43 4.41

離職率（％） 18.3 19.2 20.9

平均年間給与（千円） 6,433 6,692 7,095

新卒採用者数

  2017年度 2018年度 2019年度

男性（人） 97 72 107

女性（人） 102 115 110

合計（人） 199 187 217

研修受講実績

 
2019年度

中途入社社員 新卒入社社員

従業員1人当たりの研修時間
（時間）

672
（丸亀製麺へ配属の場合、168時間
×4カ月間の店舗研修）

1,008
( 168時間×6カ月（平均）の店舗研
修 )

総研修時間（時間）
96,768
（144名×672時間）

218,736
（217名×1,008時間）

従業員1人当たりの研修費用
（万円）

約108 約162

総研修費用（万円）
15,552
（144名×約108万円）

35,154
（217名×約162万円）
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Social人材

ダイバーシティの推進

トリドールグループでは、従業員それぞれのダイバーシティ（多様性）を受け入れ、既存の価値観にとらわれるこ

となく受け入れていくことで、個々の従業員の能力やスキル、経験、強みを最大限生かし、新たな価値を生み出し、

会社の持続的な成長へつなげていくことを目指しています。

具体的取り組みとして、2019年度にダイバーシティ推進プロジェクトを発足し、2020年度から、本格的に活動を

スタートしています。

トリドールグループには、さまざまな国籍をもつ外国人従業員が働いており、教育環境の整備は急務となってい

ます。

そのため、一例として丸亀製麺では、店舗で勤務する外国人従業員に対しタブレット端末で閲覧できる動画の業

務マニュアルを整備しています。英語、中国語、ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語の5か国語による音声と、視

覚的にもわかりやすいマニュアルで、スムーズな従業員教育を実現しています。

外国人従業員の割合は約5％（2020年3月末時点）であり、その内訳はアジア、中東、欧米など約25か国と多岐

に渡ります。

今後も、多様な従業員への教育環境の整備とともに、国籍等にとらわれず優秀な人材の積極的登用を目指しま

す。

外国人従業員へのサポート
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国内における丸亀製麺店舗の従業員の約3 0 %は女性が占めており、多くの女性が活躍しています。また、パート

ナースタッフでありながら店長を務めるケースも多く、子育てと両立させながら働くことのできる仕組みの整備を

進めています。

具体的な取り組みとして、2 0 1 9年度には、仕事と育児の両立支援のため短時間勤務制度の期限を、法律で定め

られた子が「3歳未満まで」から、「1 0歳まで」の期限に延長しました。（2 0 2 0年4月1日施行）。また、男性社員の

育休取得者も増加しており、2 0 2 0年度以降もさらなる拡充を図っていきます。

また、2 0 2 0年3月現在、トリドールグループにおける女性管理職（課長以上）の人数は9名で、管理職全体のうち

約6 . 7％になっています。2 0 2 1年度までには、2 0％の女性管理職の登用を目指します。

それぞれの働き方に合わせ、自身の目指すキャリアを固め、そのために何をしたらよいかを考え実行する従業員

の支援ができるよう積極的な施策を図っていきます。

※  課長以上

女性の活躍推進

  2017年度末 2018年度末 2019年度末

女性管理職人数（名） 2 5 9

割合（％） 2 . 0 5 . 0 6 . 9

※

トリドールグループでは、全社横断的なダイバーシティプロジェクトを発足し、LG B Tの取り組みを行っています。

2 0 2 2年度にはP R I D E指標でG O L Dを取得することを目標としています。

現在は理解促進のための社内研修の実施のほか、LG B T当事者が安心して働ける職場にするための人事制度改

訂や相談窓口での対応、LG B T関連イベントへの参加を進めています。

性的少数者（LGBT）への取り組み
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トリドールグループでは、65歳定年制度を採用しています。2020年3月末現在、60歳以上の従業員数は2,345名

です。定年退職後も、本人の希望があれば、健康状態や能力を考慮した上で、契約社員、嘱託社員もしくはパート

ナースタッフとしての再雇用も行っています（70歳未満）。

また、退職したパートナースタッフが1日単位で勤務できる「Re:わーく」制度も整えています。70歳未満の退職者

が利用でき、定年退職後、時間ができたときに無理のない範囲で勤務することが可能です。

2020年3月末時点で、126名のシニアスタッフがこの制度を利用しています。

シニア雇用の推進
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トリドールD& I は、障がい者雇用促進のため設立された特例子会社です。全ての人が能力を発揮できるよう「一

人ひとりを受け入れる気持ち」「多くを知る努力」「できる方法を考えぬく」そして「必ず評価すること」を大切にし

ています。具体的にはトリドールグループ店舗の清掃活動、事務補助業務を中心に1 0 0名を超えるスタッフが活躍

しています。

また、スタッフの就労定着を図るために独自の評価制度や管理トレーナーの昇給制度を運用しています。新たな

事業としては丸亀製麺で使用しているうどん用木桶の修理メンテナンスやうどん教室用キットの管理を請負事業

の内製化をはかり社内貢献への拡大も具現化しています。

2 0 2 0年度のトリドールグループの関係会社を含めた障害者雇用率は６月時点で2 . 3％となっており次年度の法

定雇用率改定に向けた準備も特例子会社の役割として果たそうとしています。

※  D& Iは、D i v e r s i t y& I n c l u s i o nの頭文字です

※  スタッフは障がい者手帳を取得しているパートナースタッフを示します

トリドールD＆Iの設立

※
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Social人材

感性を刺激する働き方

トリドールグループでは、従業員が成長と自己実現を実感できる環境を整備し、モチベーションを高く持って働い

てもらうことが、会社の成長を支えるもっとも重要な施策だと考えています。

このため、公正で一貫した評価と報酬を実現するとともに、幅広い福利厚生の提供を行い、従業員が安心して生

き生きと働くことができる職場づくりを推進していきます。

トリドールグループでは、働き方改革の一環として、2019年9月、東京都渋谷区にあるオフィスビル「SHIBUYA

SOLASTA」に本社機能を集約しました。これにより、本社の役割であるグループ店舗のサポートを従来以上に強

化しました。

また、これを機に、新しい働き方推進の施策を強化し、従業員の感性を刺激し、コミュニケーションが活性化する

環境整備を推進していきます。

働き方改革
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ABW（アクティビティ‧ベースド‧ワーキング）を採用した新オフィス

ABWとは、ノートパソコンなどのモバイルツールを駆使しながら、働く人が今やるべき仕事に対して、いつ‧どの

場所でやるのが最も効率が良いかを自分で決めることができるワークスタイルです。

これまでの考え方にとらわれず、従業員にとって居心地がよく働きやすいオフィスを作り、モチベーション向上と

成長をサポートしていきます。

社員の感性を日々刺激する社員食堂の  31cafe

トリドールグループの企業哲学やグローバル外食企業の強みを最大限発揮し、トリドールグループらしいという視

点から社員食堂を考えました。「社員の感性を日々刺激する」をテーマに”手づくり””できたて””多国籍‧多地

域””本格志向”のコンセプトを盛り込んだメニューを開発し、次のメニューを楽しみにしてもらえるような社食に

していくことで、日々のモチベーション維持をサポートします。

働き方改革の主な施策
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人材開発制度の刷新

トリドールグループは、2 0 2 5  年度に全店舗売上  5 , 0 0 0  億円を数値目標に掲げています。成長を続け目標を達成

するには、「人」を強みにして差別化を図ることが不可欠であり、当社は外食業界で唯一無二の「人材開発企業」

を目指しています。

そのために、2 0 2 0年度から人材開発制度を順次刷新し、新しい価値を提案できる人材の開発‧育成を進めていま

す。

店舗などの現場で働く従業員は日々業務に追われ、従業員のシフトの状況などにより、店長が有給休暇を取得し

づらいことが重要な課題の一つとなっています。

そこでトリドールグループでは、丸亀製麺の各店舗に向けて「店長に有給取得をさせるヘルプ部隊」の運用を始め

ました。全社的に各店舗の従業員のシフトを把握し、店長が有給申請した際にシフトの欠員が出るとわかれば、サ

ポート要員を臨時に派遣します。サポート部隊の要員は毎月1 0名ほど確保し、店長が休む際の欠員に備えていま

す。

※1  臨時従業員を除いた従業員の月間平均値

※2  臨時従業員を除いた従業員の年間総取得日数/年間総付与日数

店舗従業員に対する有給取得促進施策

  2017年度 2018年度 2019年度

平均時間外労働時間（時間） 3 2 . 5 1 3 2 . 9 8 3 5 . 2 9

有給休暇取得率（％） 3 5 . 1 5 4 3 . 2 3 4 7 . 8 4

※1

※2

トリドールグループでは従業員が安心して働くことができるよう、ライフステージに応じた介護や育児などの両立

支援制度をはじめ、さまざまな福利厚生を充実させ、働きやすい環境の整備をしています。

トリドールグループの育児休業制度は、子どもが満2歳に達するまでとなっており、短時間勤務や所定外労働をさ

せない制度は、1 0歳までの子を持つ社員が利用可能です。一部グループ会社においてはフレックス制度も導入し

ており、柔軟な働き方を推奨しています。

また、半日単位で取得可能な「子どもの看護休暇」、介護が必要な家族を持つ社員が利用できる「介護休暇」を整

備しています。

今後もワーク‧ライフ‧バランスの観点から、さらに制度を拡充し従業員が安心して生き生きと自己実現ができる

職場環境の整備を進めていきます。

ワーク‧ライフ‧バランス
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産休‧育休制度の利用状況

※  トリドールホールディングス単体

※  2 0 1 9年度は、トリドールグループ（H D、T D J、丸亀、T B S）の正社員のみ、産休育休取得者数は2 0 1 9年4月1日～2 0 2 0年

3月3 1日に各休暇の取得を開始した人数、女性の育休対象者数は2 0 1 9年2月4日～2 0 2 0年2月４日に出生した子どもに

対して取得した人数、男性の育休対象者数は2 0 1 9年4月1日～2 0 2 0年3月3 1日に出生した子どもに対して取得した人

数

主な福利厚生制度

※

  2017年度 2018年度 2019年度

産休取得者数（名） 8 1 7 9

育休取得者数（名） - 2 1 7

うち女性の取得者数と対象者に占める割合（％）
1 0 0

（8名）

1 0 0

（1 7名）

1 0 0

（6名）

うち男性の取得者数と対象者に占める割合（％） -
1 1 . 1

（4名）

2

（1名）

育児休業復職率（％） 8 7 . 5 - 1 0 0 . 0

福利厚生 概要

産前‧産後休暇 産前6週（多胎1 4週）産後8週

育児休業 子が満1歳に達するまで取得可能（最長2歳まで延長可）

育児のための勤務時間

短縮
子が満1 0歳に達するまで時短勤務を可能とする

育児のための残業制限 本人から申し出があった場合、子が1 0歳に達するまで残業させない

介護休暇 介護が必要な対象家族：1名5日/年、2名以上1 0日/年

メンタルヘルス支援 心と体健康相談室、心療内科の産業医の設置

リフレッシュ休暇 半年ごとに1日、心身のリフレッシュを目的とした特別休暇を付与

ボランティア休暇 奉仕活動を通じて社会に貢献することを支援するために与えられる特別休暇

年次有給休暇の計画的

付与制度

年次有給休暇を計画的に付与する制度で7連休（内有給4日間）を年に2回（4月～

9月、1 0月～3月）付与
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トリドールグループでは、従業員が自己実現を果たすための指標として、2 0 2 0年に「To r i d o l l - e r ’ s  Va l u e」を策

定し、順次人事評価および採用の基準にしていきます。

具体的には、To r i d o l l - e r ’ s  Va l u eに基づき、職種や等級ごとに詳細な「求める役割」を規定した上で、社員一人ひ

とりに詳細なキャリアシートを作り込んでもらいます。こうすることで、「会社の成長ビジョン」と「自分のキャリア

ビジョン」の整合性をとっています。

キャリアシートは、従業員と上司による2週間に1度の1対1のミーティングにて進捗を確認します。上司は、従業員

が実現したいことを把握した上で、現状とのギャップなどをフィードバックします。このコミュニケーションとフィー

ドバックを適切に行うため、管理職へは評価者トレーニング等を実施しています。

個々の従業員が持つ「こうありたい」というキャリアビジョンと、トリドールグループが求める役割‧バリューとが同

時に実現される企業になることで、さらなる働きがいにつながる職場を目指しています。

求める人材と人事評価制度

トリドールホールディングス では、チャレンジする風土の醸成や従業員のモチベーション向上を目的として、従業

員の希望による異動の機会を提供する社内公募制度を実施しています。従業員の適性を把握し、その人の希望に

あったキャリアを提供することで、従業員の自己実現を支援する制度です。グループ会社および本社各部門が人

事部門を通じ、社内公募する制度であり、2 0 1 9年度は1 2名の従業員がこの制度を利用しました。

社内公募制度

トリドールグループでは、勤続年数が1 0年、1 5年、2 0年、2 5年および3 0年を超える従業員（正社員‧パートナース

タッフ）を対象に、永年勤続表彰を行っています。

会社からの感謝の気持ちを表すことを目的に、毎年式典も開催しています。2 0 1 9年の対象者は3 9 0名でした。

永年勤続表彰
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トリドールグループは、2 0 0 4年5月に結成された労働組合があり、UAゼンセンに加盟しています。正社員はもと

より、パートナースタッフもほぼ全員が労働組合に加入していて、代表取締役社長兼C E O、常務、取締役、人事役

員との団体交渉の場を月1回の頻度で設けています。

トリドールグループにおいては、一部子会社を除き、株式会社トリドールホールディングス、株式会社丸亀製麺、株

式会社トリドールジャパン、株式会社肉のヤマキ商店、株式会社トリドールD& I、株式会社トリドールビジネスソリ

ューションズおよび株式会社Z U N Dに労働組合があります。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

組合員比率

労働組合との対話

2 0 2 0年3月末日現在

正社員  組合員比率（％） 7 6 . 2

臨時従業員  組合員比率（％） 9 8 . 9
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Social人材

労働安全衛生への取り組み

トリドールグループでは、従業員が安心してモチベーションを高く持ち働くことが、ひいては会社の成長につなが

ると考えています。そのため、従業員の安全と健康を守ることを、最も基本的で重要な取り組みの1つに位置付け

ています。

取り組みの推進にあたっては、2 0 1 7年3月に安全衛生の基本方針を定め、制服や靴、厨房設備の改善や店内危

険箇所マップの表示、危険作業防止に関する店内教育などの労働災害防止活動を継続して行っています。

当社は、M i s s i o n「F i n d i n g  N e w  Va l u e .  S i m p l y  Fo r  Yo u r  P l e a s u r e」の実現には「従業員の安全」が必要

不可欠と考え、安全衛生の基本方針を以下の通り定め、経営者、従業員一丸となって労働災害防止活動の

推進に努めます。

安全衛生基本方針

1.  安全衛生委員会が主体となり、グループ各社の安全衛生活動を推進します

2.  労使のコミュニケーションにより、職場の実情に応じた合理的な対策を講じます

3.  すべての従業員に安全衛生確保に必要かつ十分な教育‧訓練を実施します

4.  上記の実行に当たっては適切な経営資源を投入し、効果的な改善を継続的に実施します

安全衛生方針
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トリドールグループでは、常務取締役を責任者とした安全衛生委員会を設置し、リスクアセスメントの実施、課題

と施策の検討、目標の設定、活動実績のモニタリングを行い、取締役会に報告しています。

さらに、トリドール行動基準では、「安全衛生委員会」を通じて従業員の健康障害を防止するために労働時間管理

に関する諸問題の改善に努めること、設備、作業方法の改善に取り組むこと等を定めています。委員会を通じ、入

社時および半期ごとの安全衛生教育の実施や、制服素材の変更、油ろ過装置への工夫などにより、防げる事故を

減らす取り組み、油ろ過装置や空調機器修繕などを実施し、事故予防に取り組んでいます。

これまでの取り組み

など

推進体制

安全衛生方針の制定

危険個所マップの作成

危険什器取扱いマニュアルの改定

危険作業防止ガイドの策定

安全衛生教育の継続的実施

熱中症防止計画の策定および実施（塩タブレット導入、空調機改善など）

安全靴（足首を覆う靴）の導入
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トリドールグループでは、労働安全衛生マネジメントシステムを導入、運用しています。安全衛生委員会を通じた

取り組みとともに、着実なP D C Aを回すことにより、2 0 1 7年度から2 0 1 9年度末の千人率 は3 . 3→2 . 8→2 . 7に、

度数率 は3 . 0 1→2 . 6 7→2 . 5 9へ改善しました。

※1  千人率：1年間の労働者1 , 0 0 0人当たりに発生した死傷者数の割合を示すもの

※2  度数率：1 0 0万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、労働災害の頻度を表すもの

労働安全衛生マネジメントシステム

※1

※2

トリドールグループでは、労働安全衛生、および安全配慮に関するマニュアルを作成し、全従業員に対して周知し

ています。

具体的には、お客様のけがや事故を防ぐための「お客さまの怪我防止ガイド」、従業員の作業中の事故を未然に

防ぐための「危険作業防止ガイド」、そして危険什器での重大な労働災害の発生を撲滅するための「危険什器マニ

ュアル」をそれぞれ作成しています。

その上で、年2回、「危険作業防止ガイド」と「危険什器マニュアル」を基に、店長が全従業員に対して、正しい業務

手順を教育しています。また、全従業員への教育がなされたかを確認するため、教育を受けた従業員のサインを

もって、本社に報告するなどして周知に努めています。

労働安全衛生教育の徹底
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トリドール行動基準では、労働関連諸法令の順守はもとより、従業員の心身の健康を維持向上するための取り組

みについても定めています。メンタルヘルスケアの推進策として、心療内科の産業医と協力して社内相談室の運

営、労務管理、ハラスメント予防、主治医や家族との連携を行う体制を整備しています。

また、自律型社員を育成するため一部の地域で外部メンター制度を導入しています。

※  私傷病（精神疾患）治療のための休職制度利用者数（有給休暇、私傷病欠勤務者除く）

メンタルヘルスケアの推進

  2017年度 2018年度 2019年度

休職者数（名） 1 6 1 4 1 0
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Social社会

サプライチェーンマネジメント

トリドールグループは、お客様に安全・安心な商品を提供するだけでなく、幅広いサプライチェーンを有する「食」

の企業として、地域経済と自然資源の持続可能性にも配慮し、食材の生産者をはじめとするお取引先様との共存

共栄を図っています。

また、すべての従業員にとっての行動指針となる「トリドール行動基準」では、お取引先様に対して、公正で透明性

のある取引をお約束しています。

トリドール行動基準

トリドールグループ調達基本方針

トリドールグループは、自然の恵みをいただく「食」の事業を通じて、Missionである「Finding New Value.
Simply For  Your  P leasur e.」を実現するために、以下の方針に基づき経済・社会・環境に配慮した調達活
動を行います。

1. お客様目線の安全性の確保と、一層の安心につながる品質保証を最優先とします。

2. 各国の法令や社会規範を遵守し、違法な取引や人権の侵害、不当な労働への加担をすべて排除しま
す。

3. 資源の持続可能な利用に努めるとともに、気候変動の緩和や循環型社会の構築にも取り組みます。

4. 食材に関するトレーサビリティの向上や情報発信に努めます。

5. 調達活動が環境・地域に与える影響を自覚し、生産者様やお取引先様と共存共栄できるように、常に
現場とのコミュニケーションを大切にします。

調達方針
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トリドールグループでは、食材の調達にあたって、各地域の生産者や農協、流通業者とのコミュニケーションを大

切にし、お互いの信頼関係を構築した上で取引を行うことを基本方針としています。

例えば、契約に縛られた固定仕入れではなく、時期によって採れる食材に限って仕入れることで、生産者負担の

軽減を行っています。一方で、短期で価格が変動しやすい食材などは、一定の固定価格での購入をお約束するこ

とで安定供給に努めています。

これらの工夫を行うことで、当社にとっては「旬」な食材を確保できるメリットがあるとともに、生産者やお取引先

様には安心して当社に食材をご提供いただける関係性を築いています。

信頼関係に基づいた食材調達

丸亀製麺では、国内の全店舗で北海道産の小麦を使用してうどんをつくっており、提供商品の安全はもちろんの

こと、国内農業および北海道の地域経済に貢献しています。

北海道産の小麦を使ったうどんづくりが評価され、国内農林水産物の消費拡大を目的とした農林水産省が主催

する表彰制度「フード・アクション・ニッポン アワード2014」の商品部門で優秀賞を受賞しました。
また、国内産の小麦粉を使用することでの輸送にかかるCO 排出量の削減にも貢献しています。

小麦以外にも国内産の食材を積極的に使用することで、今後も国内農林水産物の消費拡大および地域経済の発

展に貢献します。

国内産の食材を積極的に使用

2

CO 排出量の削減2

トリドールグループでは、全国のお取引先様と代表取締役社長兼CEOをはじめとする経営層とのエンゲージメン
トを実施しています。代表取締役社長兼CEOからお取引様への今後の方針や戦略をご説明し、今後のトリドール
グループの事業展開の方向性についてのご理解とご支援をいただくための情報交換の場としています。

お取引先様とのエンゲージメント

トリドールグループでは、お取引先様との情報交換、勉強会として分科会形式のミーティングを実施しています。

具体的には、月1回物流に関する幹事会社を対象としたミーティング、また野菜ベンダーのお取引先様を集めた
情報共有会などを実施しています。これらの緊密な情報交換により、信頼関係を構築するとともに、商品供給のた

めの連携強化を図っています。

課題別ミーティングの実施
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Social社会

社会貢献活動

トリドールグループはこれまで、新業態の開発、海外出店、M＆Aを積極的に行い、事業を拡大してきました。事業
の拡大は、同時に地域社会との接点や影響の広がりを意味しています。

これに伴い、さまざまなステークホルダーからの要請や期待も大きくなります。その期待に応えるべく、各地域の

社会課題に積極的に関わり、コミュニティに貢献・還元しています。

活動実績（2019年度）

活動支出額（円） 25,938,716

実施件数（回） 409
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手作りうどん体験教室を通じた食育

「まるごとまるがめ体験教室」は、子どもたちの手づくりうどん体験を主とした活動です。料理の楽しさや食べるこ

との喜びはもちろん、食の尊さや親への感謝の気持ちといった大切なことを伝える場にもなっています。この活動

は国内にとどまらず、カンボジアや中国でも開催し多くの子どもたちが手作りうどん体験教室に参加しました。

2012年度から始めたこの体験教室は、2020年3月末時点でのべ40,508名にご参加いただいています。2019年
度は、6,942名の方にご参加いただきました。

子ども食堂への取り組み

トリドールグループでは、子ども食堂への支援を積極的に行っています。2019年8月まで東京本部があった品川
区において「しながわ子ども食堂ネットワーク」に参加しています。2018年度に引き続き、2019年度は「しながわ
子ども食堂ネットワークフォーラム」の実行委員として運営にも携わりました。

2020年度からは支援の輪を全国に広げ、これまで以上に積極的に子ども食堂支援を行っていく予定です。

本業を通じた貢献

まるごとまるがめ体験教室の参加申し込みはこちら

73

https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/116


丸亀製麺　キッチンカー

丸亀製麺では、2019年よりキッチンカーの運用を開始しました。麺切機・ゆで釜を完備したキッチンカーは、まさ
に店舗そのもの。「手づくり・できたて」のコンセプトを堅持したまま、「生きたうどん」を全国どこへでも提供する

ことができるようになりました。

2019年度は各地の行政や学校・自治体などの依頼を受けてうどん教室の開催をメインに活動し、6都道府県、13
の地域で計15回の活動を行いました。
また、2020年現在、新型コロナウイルス禍において、医療従事者の方々や子ども食堂運営者様への支援として、
キッチンカーによる食事の提供を行っています。

釜揚げうどんで学校を建てる

国内の丸亀製麺で販売したうどんの利益の一部（約1,300万円）を、ミャンマーの小学校建設費用として寄付しま
した。校舎の建築過程では、当社従業員有志が現地に赴き、その手伝いをするとともに、完成した小学校に就学予

定の現地児童と交流を図りました。また、その後もお絵描き教室やスポーツを一緒に楽しむなど生徒と交流を続

けています。

～最前線で戦う医療従事者へエールを～  医療従事者の皆さまにうどんと天ぷらを提供（225KB）

子ども達に笑顔を届けたい ～丸亀製麺のキッチンカーで子ども食堂に支援～（441KB）
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丸亀城の石垣復興支援

2011年から代表取締役社長兼CEOである粟田貴也が丸亀市の文化観光大使を務めています。2018年の西日
本豪雨によって、丸亀市のシンボルである丸亀城の石垣は甚大な被害を受けました。トリドールグループでは

2019年4月からその復興を支援するため、国内の丸亀製麺の店舗に募金箱を設置し、修復のための募金活動を
行っています。

地域復興への取り組み

四国アイランドリーグplusを応援しています

トリドールグループは、四国のプロ野球独立リーグである四国アイランドリーグplus（以下「四国 I L」）と2019年度
よりパートナー連携を締結しています。四国 I Lは、これまで四国の地で「地域活性化」を推進してきました。その活
動をさらに強化するべく、トリドールグループは四国 I Lをサポートしていきます。また、今年度は高校生の夢を追い
かける機会を提供していという想いから「トリドールホールディングス×四国アイランドリーグ 高校生トライアウ
ト」の開催を予定しています。受験者の参加費用や旅費、宿泊費などのサポートを行い、入団決定後も選手の報酬

面の支援するスポンサー選手制度も導入する予定です。四国 I Lとともに、「四国を夢と笑顔に溢れる島へ」を目指
し、四国の地の地域貢献活動に積極的に取り組んでいきます。

スポーツ支援
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Evaluation
外部評価

トリドールグループにおけるサステナビリティへの取り組みについて、社外からの評価実績は以下の通りです。

2019年12月に発表された令和元年度省エネ大賞（主催：一般財団法人省エネルギーセンター）の省エネ事例部
門において、「茹で釜の自動制御による省エネルギーの取り組み」が、最高賞にあたる「経済産業大臣賞」を受賞

しました。

外食産業による「経済産業大臣賞」の受賞は初めてとなります。

省エネ大賞受賞

エネルギー消費量の削減（茹で釜の自動制御による省エネルギーの取り組み）

76

https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/121#942


トリドールホールディングスは、2020年3月に環境省が策定したガイドラインに基づき、「エコアクション21」の認
証を丸亀製麺の一部店舗で取得しました。

認証取得と登録にあたっては、2025年度までの食品廃棄物・排出量の半減、食品リサイクル率の向上などの目
標を定め、環境経営レポートで毎年の取り組み報告をしています。

今後、認証取得店舗を増やせるよう、更なる取り組みを進めていきます。

エコアクション21認証の取得

方針・マネジメント体制（エコアクション21認証の取得）
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トリドールホールディングスが他の外食事業者4社（（株）セブン＆アイ・フードシステムズ、（株）松屋フーズ、リン
ガーハットジャパン（株）、ワタミ（株） ※五十音順）と共同で推進している「食品リサイクルループ」が2020年7月
に農林水産大臣、環境大臣ならびに厚生労働大臣による食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」の認定

を取得しました。外食事業者による取り組みとしては、初めての認定となります。

この取り組みで、外食事業者5社が愛知県名古屋市内で運営する計38店舗の調理残さ等の食品循環資源を、再
生利用事業者（中部有機リサイクル（株））にて飼料化、その飼料を養鶏場（サンエッグファーム（株））で給餌し、生

産された鶏卵を外食事業者が買い戻し、商品に加工してお客様に提供するという「食品リサイクルループ」を構築

しました。

今後は、この食品リサイクルループへの参加店舗・参加事業者の拡大を図るとともに、新たな地域において同様

の取り組みを展開することにより、食品資源の循環利用の推進を図り、持続可能な社会の実現に貢献していきま

す。

食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」の認定
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GRI Standards
GRIスタンダード対照表

組織のプロフィール

102：一般開示事項

102-1
組織の名称

a . 組織の名称

102-2

活動、ブランド、製品、サービス

a . 組織の事業活動に関する説明

b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が
禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含

める

102-3
本社の所在地

a . 組織の本社の所在地

102-4

事業所の所在地

a . 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所
有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は

問わない

102-5
所有形態および法人格

a . 組織の所有形態や法人格の形態

102-6
参入市場

a . 参入市場

編集方針

会社案内＞会社概要

編集方針

丸亀製麺＞海外店舗一覧

会社案内＞会社概要

ブランド紹介＞店舗検索

IR情報＞経営情報＞定款

ブランド紹介
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102-7
組織の規模

a . 組織の規模

102-8

従業員およびその他の労働者に関する情報

a . 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男女別総従業員数

b. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地域別総従業員数

c. 雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別総従業員数

d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者で
あるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業

の性質および規模についての記述

e. 開示事項  102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数
に著しい変動（観光業や農業における季節変動）

f. データの編集方法についての説明（何らかの前提があればそ
れも含める）

102-9

サプライチェーン

a . 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブラン
ド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要

素を含める

ー

102-10

組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化

a . 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関し
て生じた重大な変化

102-11

予防原則または予防的アプローチ

a . 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。ま
たその取り組み方

ー

102-12

外部イニシアティブ

a . 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイ
ニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト

102-13

団体の会員資格

a . 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が
持っている主な会員資格のリスト

ー

編集方針

人事基本データ

IR情報＞財務情報＞財務
ハイライト

会社案内＞会社概要

人事基本データ

有価証券報告書

トリドールのサステナビリ

ティ
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戦略

倫理と誠実性

ガバナンス

102-14

上級意思決定者の声明

a . 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに
取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者

（CEO、会長またはそれに相当する上級幹部）の声明

102-15
重要なインパクト、リスク、機会

a . 重要なインパクト、リスク、機会の説明

トップメッセージ

IR情報＞経営情報＞ト
ップメッセージ

有価証券報告書

102-16
価値観、理念、行動基準・規範

a . 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明

102-17
倫理に関する助言および懸念のための制度

a . 組織内外に設けられている次の制度についての説明

トリドールのサステナビリ

ティ

コンプライアンス

コーポレート・ガバナン

ス報告書（104 KB）

102-18

ガバナンス構造

a . 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む

b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている
委員会

102-19

権限移譲

a . 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、
社会項目に関して権限委譲を行うプロセス

ー

102-20

経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任

a . 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目
の責任者として任命しているか

b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となってい
るか

102-21 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議

a . ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、
社会項目に関して協議を行うプロセス

b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、
最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように

行っているか

ー

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナン

ス報告書（104 KB）

コーポレート・ガバナンス
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102-22
最高ガバナンス機関およびその委員会の構成

a . 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成

102-23

最高ガバナンス機関の議長

a . 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねている
か否か

b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるそ
の者の役割と、そのような人事の理由

ー

102-24

最高ガバナンス機関の指名と選出

a . 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選
出のプロセス

b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる
基準

102-25

利益相反

a . 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行って
いるプロセス

b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか

102-26

目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割

a . 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッショ
ン・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際し

て、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割

102-27

最高ガバナンス機関の集合的知見

a . 経済、環境、社会項目に関す最高ガバナンス機関の集合的知
見を発展、強化するために実施した施策

ー

102-28

最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価

a . 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに
関するパフォーマンスを評価するためのプロセス

b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の
頻度

c. 当該評価が自己評価であるか否か

d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに
関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メ

ンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む

ー

コーポレート・ガバナンス

有価証券報告書

コーポレート・ガバナン

ス報告書（104 KB）

コーポレート・ガバナンス

有価証券報告書

コーポレート・ガバナンス

有価証券報告書

コーポレート・ガバナンス
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102-29 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント

a . 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の
特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュ

ー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機

関の役割を含む

b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびその
インパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートする

ために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か

ー

102-30

リスクマネジメント・プロセスの有効性

a . 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセス
の有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割

ー

102-31

経済、環境、社会項目のレビュー

a . 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に
関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度

ー

102-32

サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割

a . 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行
い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確

認する機能を果たしている最高位の委員会または役職

ー

102-33

重大な懸念事項の伝達

a . 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するた
めに設けられているプロセス

ー

102-34

伝達された重大な懸念事項の性質と総数

a . 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と
総数

b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズ
ム

ー

102-35

報酬方針

a . 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。

b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機
関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのよ

うに関係しているか

102-36

報酬の決定プロセス

a . 報酬の決定プロセス

b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、ま
た報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か

c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係

コーポレート・ガバナンス

有価証券報告書

コーポレート・ガバナンス
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ステークホルダー・エンゲージメント

102-37 報酬に関するステークホルダーの関与

a . 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、ま
た考慮しているか

b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果

ー

102-38

年間報酬総額の比率

a . 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者に
おける年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬

額の中央値（最高給与所得者を除く）に対する比率

ー

102-39

年間報酬総額比率の増加率

a . 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者に
おける年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における

年間報酬総額の中央値（最高給与所得者を除く）の増加率に

対する比率

ー

102-40

ステークホルダー・グループのリスト

a . 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリ
スト

102-41
団体交渉協定

a . 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合

102-42

ステークホルダーの特定および選定

a . 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定およ
び選定する基準

ー

102-43

ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法

a . 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ
方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメ

ントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環とし

て行ったエンゲージメントか否かを示す

102-44

提起された重要な項目および懸念

a . ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要
な項目および懸念

ー

ステークホルダーとのコミ

ュニケーション

ステークホルダーとのコミ

ュニケーション

ステークホルダーとのコミ

ュニケーション
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報告実務

102-45

連結財務諸表の対象になっている事業体

a . 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているす
べての事業体のリスト

b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事
業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か

102-46

報告書の内容および項目の該当範囲の確定

a . 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロ
セスの説明

b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適
用したかについての説明

102-47

マテリアルな項目のリスト

a . 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項
目のリスト

ー

102-48

情報の再記述

a . 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記
述の影響および理由

ー

102-49

報告における変更

a . マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報
告期間からの重大な変更

102-50
報告期間

a . 提供情報の報告期間

102-51
 前回発行した報告書の日付

a . 前回発行した報告書の日付（該当する場合）

102-52
報告サイクル

a . 報告サイクル

102-53
報告書に関する質問の窓口

a . 報告書またはその内容に関する質問の窓口

102-54

GRIスタンダートに準拠した報告であることの主張

a . 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を
選んで報告書を作成したことを表す主張

ー

有価証券報告書

編集方針

編集方針

編集方針

編集方針

編集方針

編集方針
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102-55

内容索引

a . GRIの内容索引（使用した各スタンダードを明記し、報告書に
記載したすべての開示事項を一覧表示する）

b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める

i .  開示事項の番号（GRIスタンダードに従って開示した項目
について）

i i .  報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記
載されているページ番号またはURL

i i i . 要求される開示事項の省略が認められていて、開示でき
ない場合の省略の理由（該当する場合）

102-56

外部保証

a . 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣
行の説明

b. 報告書が外部保証を受けている場合、

i .  外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によっ
て保証されている事項、保証されていない事項、その根拠

（サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載が

ない場合）。これには保証基準、保証レベル、保証プロセス

に存在する制約事項も含める

i i .  組織と保証提供者の関係

i i i .  最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリ
ティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わ

っているか

ー

GRIスタンダード対照表

103：マネジメント手法

103-1

マテリアルな項目とその該当範囲の説明

その項目がマテリアルである理由の説明

マテリアルな項目の該当範囲。

a . 

b. 

c. 該当範囲に関する具体的な制約事項

ー

103-2

マネジメント手法とその要素

a . 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについ
ての説明

b. マネジメント手法の目的に関する表明

c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素に
ついての説明

ー

103-3
マネジメント手法の評価

a . 組織によるマネジメント手法の評価方法。 ー
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経済パフォーマンス

200：経済

201-1

創出、分配した直接的経済価値

a . 創出、分配した直接的経済価値（発生主義ベースによる）。こ
れには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧

表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場

合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する

b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、
市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準

も報告する

ー

201-2

気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会

a . 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収
益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事

項を含む

i .  リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、そ
の他に分類

i i .  リスクと機会に関連するインパクトの記述

i i i .  措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影
響

i v. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法

v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコス
ト

ー

201-3

確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制

a . 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、そ
の債務の推定額

b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、
次の事項

c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足して
いる場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略

があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標

時期を設定している場合は、それについて説明する

d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合

e. 退職金積立制度への参加レベル（義務的参加か任意制度か、
地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、な

ど）

ー

201-4 政府から受けた資金援助

a . 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総
額。

有価証券報告書

コンプライアンス
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地域経済での存在感

間接的な経済的インパクト

b. 201-4-aの情報の国別内訳

c. 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合

202-1

地域最低賃金に対する標準新人給与の比率（男女別）

a . 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場
合、その最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率（男

女別）を報告する

b. 組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当
部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を

上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのよう

な措置を取っているかを記述する

c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、
それが変動するものか否か（男女別）。参照すべき最低賃金が

複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する

d. 「  重要事業拠点」の定義

ー

202-2

地域コミュニティから採用した上級管理職の割合

a . 重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の
割合

b. 「  上級管理職」の定義

c. 組織の「地域・地元」の地理的定義

d. 「  重要事業拠点」の定義

ー

203-1

インフラ投資および支援サービス

a . 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲

b. コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与え
ると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む（該当

する場合）

c. 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するもの
か、無償で実施するものかを報告する

203-2

著しい間接的な経済的インパクト

a . 組織が与える著しい間接的な経済的インパクト（プラスおよ
びマイナス）と特定された事例

b. 外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項（国
内および国際的な基準、協定、政策課題など）を考慮した場合

の間接的な経済的インパクトの「著しさ」

ー

社会貢献活動
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調達慣行

腐敗防止

204-1

地元サプライヤーへの支出の割合

a . 重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地
元にあるサプライヤーへの支出割合（地元で調達した商品や

サービスの割合など）

b. 組織の「地域・地元」の地理的定義

c. 「  重要事業拠点」の定義

ー

205-1

腐敗に関するリスク評価を行っている事業所

a . 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合

b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク

ー

205-2

腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修

a . ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方
針や手順の伝達対象となった者の総数と割合（地域別に）

b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達
対象となった者の総数と割合（従業員区分別、地域別に）

c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や
手順について伝達対象となった者の総数と割合（ビジネスパ

ートナー種類別、地域別に）。腐敗防止に関する組織の方針や

手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうか

を記述する

d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受
講した者の総数と割合（地域別に）

e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と
割合（従業員区分別、地域別に）

205-3

確定した腐敗事例と実施した措置

a . 確定した腐敗事例の総数と性質

b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または
懲戒処分したものの総数

c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジ
ネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総

数

d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連
した訴訟が提起されている場合、その事例と結果

コンプライアンス

コンプライアンス
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反競争的行為

税の透明性

206-1

反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置

a . 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違
反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた

事例（終結しているもの、していないもの）の件数

b. 法的措置が終結したものについては、結果（決定や判決を含
む）の主要点

コンプライアンス（該当せ

ず）

207-1
税務へのアプローチ

a .税へのアプローチの説明
ー

207-2

税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント

a . 税のガバナンスと管理の枠組みの説明

b. 非倫理的、または違法な行動に関する懸念と、税に関する組
織の完全性を報告するためのメカニズム

c. 税に関する開示の保証プロセスの説明、および該当する場合
は、保証レポート、声明、または意見の開示

ー

207-3

税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念

への対処

a . ステークホルダーの関与と税に関連するステークホルダーの
懸念のマネジメントへのアプローチの説明

ー

207-4

国別の報告

a . 組織の監査済み連結財務諸表または公記録に提出された財
務情報に含まれる組織の事業所がある国や地域

b. 207-4-aで報告された各税管轄について

c. 207-4で報告された情報がカバーする期間

ー
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原材料

エネルギー

300：環境

301-1

使用原材料の重量または体積

a . 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使
用した原材料の重量または体積の総計

ー

301-2

使用したリサイクル材料

a . 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材
料の割合

ー

301-3

再生利用された製品と梱包材

a . 再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に

b. 本開示事項のデータ収集方法

ー

302-1

組織内のエネルギー消費量

a . 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料
消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）によ

る）。使用した燃料の種類も記載する

b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消
費量（ジュールまたはその倍数単位による）。使用した燃料の

種類も記載する

c. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）

d. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）

e. 組織内のエネルギー総消費量（ジュールまたはその倍数単位
による）

f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

g. 使用した変換係数の情報源

ー

302-2

組織外のエネルギー消費量

a . 組織外のエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位
（メガ、ギガなど）による）

b. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

c. 使用した変換係数の情報源

302-3 エネルギー原単位

a . 組織のエネルギー原単位

b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標

エネルギー消費量の削減

エネルギー消費量の削減

c. 原単位に含まれるエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷

房、蒸気、またはこのすべて）
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水

d. 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組

織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か

302-4

エネルギー消費量の削減

a . エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な

結果として削減されたエネルギー消費量（ジュールまたはそ

の倍数単位（メガ、ギガなど）による）

b. 削減されたエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸

気、またはこのすべて）

c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準（基準

年、基準値など）と、その基準選定の理論的根拠

d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

302-5

製品およびサービスのエネルギー必要量の削減

a . 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告

期間中におけるエネルギー削減量（ジュールまたはその倍数

単位（メガ、ギガなど）による）

b. エネルギー消費削減量の計算に使用した基準（基準年、基準

値など）、および基準選定の理論的根拠

c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

エネルギー消費量の削減

エネルギー消費量の削減

303-1

共有資源としての水との相互作用

a . 取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と

水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活

動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接

関連した水関連のインパクト（例：流出水によるインパクト）

b. 評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連

のインパクトを特定するために使用された手法の記述

c. 水関連のインパクトがどのように対処されているかについて

の記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うた

めにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい

水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように

関わっているか

d. 組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびタ

ーゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域

の公共政策と地域の状況との関係に対する説明

ー 

303-2

排水に関連するインパクトのマネジメント

a . 排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、

これらの最低限の基準がどのように決定されたかについての

記述

水使用量の削減
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生物多様性

303-3

取水

a . すべての地域からの総取水量（単位 :千kL）、および該当する
場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳

b. 水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量（単位 :千
kL）、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内
訳

c. 開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各
取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳

d. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら
かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

ー

303-4

排水

a . すべての地域の総排水量（単位 :千kL）、および該当する場合
は排水先タイプ別の総排水量内訳

b. すべての地域への総排水量（単位 :千kL）についてのカテゴリ
ー別内訳

c. 水ストレスを伴うすべての地域への総排水量（単位 :千kL）、
および次のカテゴリー別の総排水量内訳

d. 排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること

e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら
かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

ー

303-5

水消費

a . すべての地域での総水消費量（単位 :千kL）

b. 水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量（単位 :千kL）

c. 水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定さ
れた場合の水保管量の変化（単位 :千kL）

d. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら
かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。こ

こには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定か

ら得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することな

ど、このためにとられたアプローチを含む

ー

304-1

保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地

域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サ

イト

a . 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い
地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している

事業サイトに関する情報

ー
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大気への排出

304-2

活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト

a . 生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性
質

b. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を
含む

ー

304-3

生息地の保護・復元

a . すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外
部の独立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか

否か

b. 組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異な
る生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関と

のパートナーシップの有無

c. 各生息地の状況（報告期間終了時点における）

d. 使用した基準、方法、前提条件

ー

304-4

事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに
国内保全種リスト対象の生物種

a . IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種
で、組織の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数

ー

305-1

直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ1）

a . 直接的（スコープ1）GHG排出量の総計（CO 換算値（t -

CO ）による）

b. 計算に用いたガス（CO 、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、

NF3、またはそのすべて）

c. 生物由来のCO 排出量（CO 換算値（t -CO ）による）

d. 計算の基準年

e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数
（GWP）、GWP情報源の出典

f. 排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管
理、もしくは経営管理）

g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

305-2 間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ2）

a . ロケーション基準の間接的（スコープ2）GHG排出量の総計
（CO 換算値（t -CO ）による）

b. 該当する場合、マーケット基準の間接的（スコープ2）GHG排
出量の総計（CO 換算値（t -CO ）による）

ー

2

2

2

2 2 2
CO 排出量の削減2

2 2

2 2
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c. データがある場合、総計計算に用いたガス（CO 、CH4、

N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

d. 計算の基準年

e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数
（GWP）、GWP情報源の出典

f. 排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管
理、経営管理）

g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

305-3

その他の間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ3）

a . その他の間接的（スコープ3）GHG排出量の総計（CO 換算

値（t -CO ）による）

b. データがある場合、総計計算に用いたガス（CO 、CH4、

N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

c. 生物由来のCO 排出量（CO 換算値（t -CO ）による）

d. 計算に用いたその他の間接的（スコープ3）GHG排出量の区
分と活動

e. 計算の基準年

f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数
（GWP）、GWP情報源の出典

g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

ー

305-4

温室効果ガス（GHG）排出原単位

a . 組織のGHG排出原単位

b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標

c. 原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的（スコープ1）、間
接的（スコープ2）、その他の間接的（スコープ3）

d. 計算に用いたガス（CO 、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、

NF3、またはそのすべて）

305-5

温室効果ガス（GHG）排出量の削減

a . 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減され
たGHG排出量（CO 換算値（t -CO ）による）

b. 計算に用いたガス（CO 、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、

NF3、またはそのすべて）

c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠

d. GHG排出量が削減されたスコープ。直接的（スコープ1）、間
接的（スコープ2）、その他の間接的（スコープ3）のいずれか

e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

2

2

2

2

2 2 2

2

CO 排出量の削減2

2 2

2

CO 排出量の削減2

95

https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/122
https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/122


排水および廃棄物

305-6

オゾン層破壊物質（ODS）の排出量

a . ODSの生産量、輸入量、輸出量（CFC-11（トリクロロフルオ
ロメタン）換算値による）

b. 計算に用いた物質

c. 使用した排出係数の情報源

d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

ー

305-7

窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）、およびその他の重大な
大気排出物

a . 次の重大な大気排出物の量（キログラムまたはその倍数単位
（トンなど）による）

b. 使用した排出係数の情報源

c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

ー

306-1

排水の水質および排出先

a . 想定内および想定外の排水量

b. 使用した基準、方法、前提条件

ー

306-2

種類別および処分方法別の廃棄物

a . 有害廃棄物の総重量

b. 非有害廃棄物の総重量（次の処分方法を用いている場合に
は、この処分方法別に内訳を提示）

c. 廃棄物処分方法の判定方法

306-3

重大な漏出

a . 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量

b. 組織の財務報告書で報告している漏出の追加情報

c. 重大な漏出のインパクト

ー

306-4

有害廃棄物の輸送

a . 有害廃棄物の総重量

b. 国際輸送された有害廃棄物の割合

c. 使用した基準、方法、前提条件

ー

306-5

排水や表面流水によって影響を受ける水域

a . 排水や表面流水による著しい影響を受ける水域および関連
生息地

ー

廃棄物の削減
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環境コンプライアンス

サプライヤーの環境面のアセスメント

307-1

環境法規制の違反

a . 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰
金以外の制裁措置

b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に
述べる

ー

308-1
環境基準により選定した新規サプライヤー

a . 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合
ー

308-2

サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した

措置

a . 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数

b. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると
特定されたサプライヤーの数

c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト
（顕在的、潜在的）

d. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると
特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同

意したサプライヤーの割合

e. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると
特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消した

サプライヤーの割合およびその理由

ー

雇用

400：社会

401-1

従業員の新規雇用と離職

a . 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢
層、性別、地域による内訳）

b. 報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性
別、地域による内訳）

401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当

a . 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給
されない手当（重要事業拠点別）

b. 「重要事業拠点」の定義

―

人事基本データ
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労使関係

労働安全衛生

401-3

育児休暇

a . 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女
別）

b. 育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）

c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）

d. 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している
従業員の総数（男女別）

e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

感性を刺激する働き方

402-1

事業上の変更に関する最低通知期間

a . 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な
変更を実施する場合、従業員および従業員代表に対して、通

常、最低何週間前までに通知を行っているか

b. 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関
する条項が労働協約に明記されているか否か

―

403-1

労働安全衛生マネジメントシステム

a . 労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどう
かの声明

b. 労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事
業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範

囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由

説明

403-2 危険性 (ハザード)の特定、リスク評価、事故調査

a . 労働関連の危険性 (ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的に
リスクを評価し、危険性 (ハザード)を排除しリスクを最小限に
抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセス

の説明

b. 労働関連の危険性 (ハザード)や危険な状況を労働者が報告
するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのよう

に保護されているかの説明

c. 傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる
労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針と

プロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護され

ているかの説明

d. 労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明
（プロセスとは、危険性 (ハザード)を特定し事故に関連するリ
スクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定す

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組み
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ること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を

決定すること、を含む）

403-3

労働衛生サービス

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場

が組織の管理下にある労働者について、次の情報を報告しなけ

れ ばならない。

a . 危険性 (ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する

労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらの

サービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかにつ

いての説明

―

403-4

労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション

a . 労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価にお

ける労働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛

生に関する情報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセ

スに関する説明

b. 制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その

委員会の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。ま

た、これらの委員会に代表されていない労働者がいる場合、

その理由

403-5

労働安全衛生に関する労働者研修

a . 労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説

明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険

性 (ハザード) 、危険な活動、または危険な状況に関わる研修

が想定できる

403-6

労働者の健康増進

a . 組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サ

ービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説

明、および提供されるアクセスの範囲の説明

b. 対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な

健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康

増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれら

のサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように

促進するかについての説明

ー

403-7

ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止

と緩和

a . ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接

関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩

和するための組織のアプローチ、および関連する危険性 (ハザ

ード)やリスクの説明

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組み
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研修と教育

403-8

労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者

a . 組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安

全衛生システムを導入しているか

b. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、な

ぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明

c. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら

かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

403-9

労働関連の傷害

a . すべての従業員について

b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労

働者について

c. 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性 (ハザー

ド)

d . 管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性 (ハザード)
を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行

中の措置

e. 上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間も

しくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどう

か

f. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、な

ぜ、およびどのような労働者が除外されているのか

g. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら

かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

403-10

労働関連の疾病・体調不良

a . すべての従業員について

b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労

働者について

c. 疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性 (ハザード）

d. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、な

ぜ、およびどのような労働者が除外されているのか

e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何ら

かの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組み

404-1
従業員一人あたりの年間平均研修時間

a . 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間
人事基本データ
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ダイバーシティと機会均等

非差別

結社の自由と団体交渉

404-2

従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム

a . 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対

象と、提供した支援

b. 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログ

ラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント

ー

404-3

業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従

業員の割合

a . 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビュ

ーを受けている従業員の割合（男女別、従業員区分別に）

感性を刺激する働き方

405-1

ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ

a . 組織のガバナンス機関に属する個人で、ダイバーシティ区分

に該当する者の割合

b. ダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合

―

405-2

基本給と報酬総額の男女比

a . 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対

する比率（従業員区分別、重要事業拠点別に）

b. 「重要事業拠点」の定義

―

406-1

差別事例と実施した救済措置

a . 報告期間中に生じた差別事例の総件数

b. 事例の状況と実施した措置

コンプライアンス

407-1

結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のあ

る事業所およびサプライヤー

a . 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害された

り著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプ

ライヤー

b. 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が

報告期間中に実施した対策

―

101

https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/176
https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/134


児童労働

強制労働

保安慣行

先住民族の権利

408-1

児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプラ

イヤー

a . 著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー

b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所お
よびサプライヤー

c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施
した対策

―

409-1

強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプラ

イヤー

a . 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所お
よびサプライヤー

b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組
織が実施した対策

―

410-1

人権方針や手順について研修を受けた保安要員

a . 組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用
について正式な研修を受けた保安要員の割合

b. 保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研
修要件を適用しているか否か

―

411-1

先住民族の権利を侵害した事例

a . 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事
例の総件数

b. 事例の状況と実施した措置

―
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人権アセスメント

地域コミュニティ

412-1

人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所

a . 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数と
その割合（国別に）

―

412-2

人権方針や手順に関する従業員研修

a . 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順につい
て、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数

b. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順につい
て、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合

―

412-3

人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投

資協定および契約

a . 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な
投資協定および契約の総数と割合

b. 「重要な投資協定」の定義

―

413-1

地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プ

ログラムを実施した事業所

a . 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開
発プログラムを実施した事業所の割合

―

413-2

地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在

的）を及ぼす事業所

a . 地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト（顕在
的、潜在的）を及ぼす事業所

―
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サプライヤーの社会面のアセスメント

公共政策

顧客の安全衛生

414-1
社会的基準により選定した新規サプライヤー

a . 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合
―

414-2

サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施し

た措置

a . 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数

b. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）がある
と特定したサプライヤーの数

c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパ
クト（顕在的、潜在的）

d. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）がある
と特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に

同意したサプライヤーの割合

e. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）がある
と特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消し

たサプライヤーの割合およびその理由

ー

415-1

政治献金

a . 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額
（国別、受領者・受益者別）

b. 現物支給を金銭的価値に推計した方法（該当する場合）

コンプライアンス

416-1

製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの

評価

a . 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生イ
ンパクトの評価を改善のために行っているものの割合

ー

416-2

製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例

a . 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生イ
ンパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡
潔に述べる

コンプライアンス
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マーケティングとラベリング

顧客プライバシー

社会経済面のコンプライアンス

417-1

製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項

a . 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定
める手順において、次の各事項の情報が求められているか否

か

b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定め
る手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割

合

ー

417-2

製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例

a . 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および
自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡
潔に述べる

ー

417-3

マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例

a . マーケティング・コミュニケーション（広告、宣伝、スポンサー
業務など）に関する規制および自主的規範の違反事例の総件

数

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡
潔に述べる

該当せず

418-1

顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体

化した不服申立

a . 顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総
件数

b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数

c. 具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

ー

419-1

社会経済分野の法規制違反

a . 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰
金および罰金以外の制裁措置

b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に
述べる

c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯

コンプライアンス（該当せ

ず）

105

https://toridoll.disclosure.site/ja/themes/134


ESG Index
ESG調査用インデックス

トリドールグループのサステナビリティ情報をESG調査等の観点で整理し、該当掲載部分へのリンクをまとめまし
た。

マネジメント全般

トップメッセージ

経営理念・行動基準

サステナビリティマネジメント

外部評価

トップメッセージ

Mission

トリドール行動基準

サステナビリティ基本方針

サステナビリティ活動マネジメント体制

ステークホルダーとのコミュニケーション

報告対象範囲と参考ガイドライン

外部評価

環境（Environment）

方針

体制

目標と実績

環境経営方針

環境マネジメント体制

環境経営目標と実績

エネルギー消費量の削減に関わる中期計画

エネルギー使用量削減実績

廃棄物量削減実績

CO 排出量削減の目標と実績2
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社会（Social）

商品・サービス

方針

体制

取り組みと実績

人材

方針

体制

取り組みと実績

サプライチェーン

マネジメント

方針

取り組み

品質・食品安全基本方針（ポリシー）

お客様対応基本方針

食品安全マネジメント体制

食品安全マネジメントシステム

品質維持のための取り組み

お客様の声

Tor idol l -er ' s  Va lue（トリドールグループが求める人材）

安全衛生方針

人事評価制度

労働安全衛生推進体制

労働安全衛生マネジメントシステム

人事基本データ

ダイバーシティの推進

ワーク・ライフ・バランス

トリドールグループ調達基本方針

サプライチェーンマネジメント

ガバナンス（Governance）

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス体制

取締役選任と役員報酬

コンプライアンス体制

内部通報制度

政治関与に関する方針

汚職・贈収賄に関する方針

人権への対応
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リスクマネジメント リスクマネジメント規程

リスクマネジメント委員会

危機管理規程

事業継続計画（BCP）の策定

感染症の世界的大流行への対応
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Editorial Policy
編集方針

トリドールグループでは、当社グループのサステナビリティ活動に関する情報を網羅的に開示するため、2019年
よりサステナビリティサイトを開設しています。

報告対象範囲

本サイトは、原則的に全世界で事業を行うトリドールグループ（連結ベース） を対象として、2019年度（2019年4
月から2020年3月） を中心にサステナビリティに関する活動を報告するものです。ただし、組織体制などに関する
重要な報告については、2020年7月末日までの情報を含んでいます。

また、文中の「トリドールホールディングス」は株式会社トリドールホールディングスを、「丸亀製麺」は株式会社丸

亀製麺をそれぞれ指し、「トリドールグループ」は国内･海外の連結子会社及び一部持分法適用会社を含めていま

す。

社名表記について

本文中、「トリドールグループ」と記載がある場合は、基本的にグループ全体での取り組み・方針を示しています。

また、図表に特段の注釈がない場合は、トリドールグループ全体の数値であることを示しています。

一方で、対象範囲が限定されるデータについては、都度注記にて対象範囲を記載しています。特に「トリドールグ

ループ主要業態」と記載されている場合は、(株 )丸亀製麺、(株 )肉のヤマキ商店、(株 )トリドールジャパンの3社合
計を指します。

発行時期

2020年8月

参考ガイドライン

お問い合わせ

Coming soon

ISO26000

GRI  Standar ds
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